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第
二
款
最
高
裁
判
所
の
意
見

第
三
款

3
Z
8
5
判
決
の
分
析
枠
組

第
二
章
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
比
較
衡
旦
一
旦

第
一
節
比
較
衡
量
の
回
避

第
二
節

3
z
g
g事
件
の
差
一
炭
控
訴
審
判
決

第
一
款
市
場
分
析

第
二
款
判
決
の
検
討

第
三
章
市
場
力
の
飾

第
一
節
市
場
占
有
率
に
よ
る
飾
い
分
け
の
論
理

第
一
款
市
場
力
の
飾
と
は

第
二
款
市
場
占
有
率
に
よ
る
代
用

第

三

款

目

的

第
二
節
市
場
力
判
断
の
実
際

第
一
款
市
場
力
な
し
と
さ
れ
る
市
場
占
有
率

第
二
款
市
場
力
あ
り
と
さ
れ
る
市
場
占
有
率

第
三
節
市
場
力
の
飾
通
過
後
の
市
場
分
析

第
一
款
比
較
衡
量

第
二
款

G
P
D
判
決
の
市
場
分
析

第
三
款
反
競
争
的
効
果
の
立
証

第
四
款
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
立
証

第
四
章
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組

第
一
節
第
五
巡
回
区

第
一
款
市
場
分
析
の
枠
組
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第
二
款
市
場
力
の
飾
と
の
比
較

第
三
款
第
九
巡
回
区

第

二

節

目

z
a
q判
決

第
一
款
事
実
の
概
要
と
判
旨

第
二
款
分
析
枠
組

第
三
節
今
後
の
展
開

結
語

序

垂直的非価格制限事件における市場分析

市
場
に
お
け
る
商
品
の
流
通
に
は
、
垂
直
的
制
限
が
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る
。
垂
直
的
制
限
と
は
、
取
引
段
階
を
異
に
す
る
事
業
者
の
聞
で
行
わ

れ
る
、
一
方
が
他
方
の
第
三
者
と
の
取
引
に
一
定
の
条
件
を
課
す
る
行
為

で
あ
る
。
製
造
業
者
が
、
製
品
を
売
り
渡
し
た
相
手
方
(
卸
売
業
者
や
小

売
業
者
)
に
対
し
て
、
製
品
の
販
売
に
つ
き
、
販
売
価
格
や
販
売
す
る
地

域
に
制
限
を
付
け
る
の
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

垂
直
的
制
限
に
は
、
市
場
で
の
事
業
者
間
の
競
争
を
促
進
す
る
も
の
と

阻
害
す
る
も
の
が
あ
り
、
後
者
は
独
占
禁
止
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

価
格
に
関
す
る
垂
直
的
制
限
、
す
な
わ
ち
再
販
売
価
格
維
持
は
、
強
い
競

争
阻
害
効
果
が
推
定
さ
れ
、
原
則
と
し
て
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
顧
客
制
限
や
地
域
制
限
な
ど
の
垂
直
的
非

価
格
制
限
に
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
競
争
を
阻
害
す
る
効
果
を
有
す
る

か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
(
市
場
分
析
)
が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
の
市
場
分
析
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
も
、

独
禁
法
の
運
用
を
専
門
に
行
う
公
正
取
引
委
員
会
に
と
っ
て
も
、
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
分
析
を
行
う
に
は
、
問
題
と
な
る
市

場
に
関
連
す
る
様
々
な
事
情
を
調
べ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
経
済
学
理
論
も

考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
垂
直
的
制
限
の
市

場
分
析
に
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
へ
の
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
へ
の
影

響
を
い
か
に
考
慮
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
あ
る
。

北法50(3・131)523 



研究ノート

こ
の
困
難
な
市
場
分
析
を
い
か
に
行
う
べ
き
か
を
考
え
る
上
で
、
実
際

の
審
判
お
よ
び
裁
判
に
お
い
て
市
場
分
析
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
を
見
る

こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
我
が
国
に
お
い
て

は
、
地
域
制
限
ま
た
は
顧
客
制
限
が
単
独
で
市
場
に
与
え
る
影
響
を
判
断

し
た
も
の
と
し
て
は
、
富
士
写
真
フ
ィ
ル
ム
(
株
)
ほ
か
一
名
に
対
す
る

(
l
)
 

公
取
委
の
勧
告
審
決
が
一
件
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
上
、
同
審
決
は
、

勧
告
審
決
で
あ
る
の
で
、
市
場
分
析
は
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
研

究
の
参
考
資
料
と
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
判

決
の
蓄
積
が
あ
り
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
法
を
研
究
す
る
に

当
た
っ
て
大
い
に
参
考
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連

邦
裁
判
所
が
い
か
に
市
場
分
析
を
行
っ
た
か
を
検
討
す
る
。

検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
一
九
七
七
年
の
切
予
曲
目
目
白
事
件
連
邦
最
高

(
2
)
 

裁
判
決
(
以
下
、

3
2
2
5
判
決
)
の
後
に
出
さ
れ
た
連
邦
控
訴
裁
判
所

判
決
で
あ
る
。

3-〈
g
E
判
決
で
、
最
高
裁
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
が

(3) 

シ
ャ
l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
市
場
分
析
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
市
場
の
実
態
に
基

づ
か
な
い
形
式
的
基
準
を
用
い
て
、
違
法
性
判
断
に
市
場
分
析
が
必
要
と

な
る
垂
直
的
非
価
格
制
限
の
範
囲
を
狭
く
限
定
し
た
印
円
安
吾
百
事
件
最
高

(
4
)
 

裁
判
決
(
以
下
、
∞

n
F
5
5
判
決
)
を
覆
し
、
市
場
分
析
の
重
要
性
を
強

調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
具
体
的
に
い
か
に
市
場

分
析
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
市
場

分
析
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
下
級
裁
判
所
の
判
例
の
発
展
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

与一〈

B
E
判
決
の
判
示
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
一
般
に
適
用
さ
れ
る

が
、
本
稿
で
は
、
地
域
制
限
、
顧
客
制
限
お
よ
び
販
売
方
法
の
制
限
(
以

下
、
「
狭
義
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
」
)
に
関
す
る
事
件
に
対
象
を
絞
る
。

な
ぜ
な
ら
、
抱
き
合
わ
せ
、
排
他
条
件
付
き
取
引
お
よ
び
垂
直
的
取
引
拒

絶
も
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
狭
義
の
垂
直
的

非
価
格
制
限
と
は
性
質
が
異
な
る
の
で
、
市
場
分
析
も
異
な
る
も
の
と
な

(5) 

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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検
討
対
象
と
な
る
判
決
は
二
二
件
あ
り
、
以
下
、
こ
れ
ら
を
こ
二
判
決

例
と
駐
。
こ
こ
ま
例
は
別
表
記
し
た
。
な
お
、
以
下
で
は
、
個
々

の
判
決
を
別
表
に
記
し
略
称
で
呼
ぴ
、
引
用
形
の
表
示
は
省
略
す
る
。

検
討
の
順
序
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
章
で
は
、
垂
直
的
非
価
格
制

限
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
を
、

3
2
8
E
判
決
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
第

二
章
か
ら
第
四
章
で
、
二
二
判
決
例
の
検
討
を
行
う
。
第
二
章
で
は
、
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
比
較
衡
量
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、
二
二
判
決
例
を
出
し
た
控
訴
裁
判
所
を
、
市

場
力
の
飾

(
B
R
r
a

旬。
5門
田

n
B
g
)
を
用
い
る
も
の
と
多
要
素
考
慮
型



垂直的非価格制限事件における市場分析

の
分
析
枠
組
を
用
い
る
も
の
に
二
分
し
、
第
三
章
で
は
前
者
に
つ
い
て
、

(7) 

第
四
章
で
は
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
こ
で
、
用
語
法
の
整
理
を
行
な
う
。

ま
ず
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
か
に
限
定
し
て
論
じ
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
ま

た
は
ブ
ラ
ン
ド
問
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
都
度
明
示
す
る
。

ま
た
、
競
争
に
与
え
る
悪
影
響
を
表
わ
す
文
言
は
原
則
と
し
て
「
反
競

争
的
効
果
」
を
用
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
論
文
や
判
決
な
ど
で
は
、
シ
ャ
!

マ
ン
法
一
条
に
お
い
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
競
争
へ
の
影
響
を
表
現
す
る
文

言
と
し
て
、
「
競
争
へ
の
有
害
な
影
響
」
、
「
競
争
の
抑
圧
」
、
「
競
争
の
阻

害
」
、
「
競
争
制
限
的
効
果
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
反

競
争
的
効
果
」
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
公
正
取
引
委
員
会
昭
和
五
六
年
五
月
一
一
日
勧
告
審
決
(
審
決

集
二
八
巻
一

O
頁)。

(
2
)
の
O
ロ巴ロ

g
E
H〈・』ロ
n-
〈
-
。
、
阿
国
的
》
、
守
曲
目
日

P
Hロ
n
J品
川
四
凶
巴
・
臼
・
日
wa

(
日
甲

.1吋
)
・

(3)
∞
宮

g
g〉
2
2
L
u
g
-。・

2

(
4
)
C
E門
町
内
同
盟
副
同
町
田
〈
・
〉

B
。
区
切
n
F
豆
ロ
ロ
持
【
U
0

・0
門
白
?
凶
∞
∞

C-M・
凶
出
血

(-唱。斗)・

(
5
)
垂
直
的
非
価
格
制
限
は
、
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
は
、
地
域
制
限
、
顧
客
制
限
お
よ
び
販
売
方
法
の
制
限

(
以
下
、
狭
義
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

直
接
に
は
、
同
一
の
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を
販
売
す
る
流
通
業
者
間
の

競
争
、
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
市
場
分
析
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
対
す
る

影
響
の
み
な
ら
ず
、
制
限
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
与
え
る
影

響
も
問
題
と
な
る
。
第
二
の
類
型
に
含
ま
れ
る
の
は
、
排
他
条
件

付
取
引
と
抱
合
せ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
上
流
の
企
業
が
、
自
己

の
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を
扱
う
流
通
業
者
が
他
社
の
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を

扱
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
、
主
に
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響

が
問
題
と
な
る
。
第
三
の
も
の
は
、
取
引
拒
絶
で
あ
る
。
垂
直
的

な
取
引
拒
絶
は
、
第
一
ま
た
は
第
二
の
類
型
の
制
限
行
為
の
実
効

性
確
保
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

(6)
判
決
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
共
謀
が
存
在
し
な
い
な
ど
垂
直

的
制
限
の
合
理
性
と
は
異
な
る
理
由
で
判
決
が
な
さ
れ
た
も
の
は

除
い
た
。
ま
た
、
映
画
の
配
給
に
お
け
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
関
す

る
事
件

(
4
Z
8
玄
。
己
虫
色
斗
常

Ng印
〈

・

月

B
n
叶『

5
g
R∞
-En--∞M
∞

己
E
S
S円
Eg--温
吋
)
及
び
、
。

ag--R-〈
-
E
S
E
E
s

n
。H・
?
忍
同
凶
a
z
u
∞
(Man-『・
3
唱
。
)
)
は
、
垂
直
的
な
地
域
制
限

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
通
常
の
製
品
の
流
通
と
は
多
少
性
質

を
巽
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
対
象
か
ら
除
い
た
。

ま
た
、
判
決
の
選
択
に
お
い
て
、
。
oz包
由
回
国
・

2
5
z
a
-
5ミ
'

s~河町旬守
S
3
h
h
~
巴
町
、
む
円
s
h
A
a
h
H可
言
忌
ミ
古
河
ミ
n
ミ
hugs-ac
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〉
Z
4
司
問

5
2
L・
2
峨
品
∞
ふ
沼
会
事
同
)
を
参
考
に
し
た
。
こ
の
論
文

は
、
ど
守
8
3
判
決
に
従
い
合
理
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
垂
直
的

非
価
格
制
限
事
件
に
関
す
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
決
の
う
ち
、
一

九
九
一
年
七
月
八
日
ま
で
の
も
の
を
対
象
と
し
て
、
市
場
分
析
の

傾
向
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
7
)
第
一

O
巡
回
区
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
合
法
と
な
っ
た
ロ
皇
判
決
が
一
件
あ
る
の
み
で

あ
る
の
で
(
別
表
参
照
)
、
個
別
の
検
討
を
省
略
す
る
。

第
一
章

連
邦
最
高
裁
判
例

一
一
一
一
判
決
例
の
検
討
に
入
る
前
に
、
下
級
裁
判
所
に
よ
る
法
の
解
釈
適

用
の
大
枠
を
決
め
る
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

第
一
節
目
同
ぞ

E
E
以
前

シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
は
、
「
数
州
問
ま
た
は
外
国
と
の
取
引
も
し
く
は

商
業
を
制
限
す
る
全
て
の
契
約
、
ト
ラ
ス
ト
そ
の
他
の
形
態
に
よ
る
結
合

ま
た
は
共
謀
は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
同
法
の
違

法
性
判
断
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
枠
組
、
す
な
わ
ち
合
理
石
原
則
と
当
然

違
法
の
原
則
が
存
在
す
る
。
当
然
違
法
の
原
則
の
下
で
は
、
行
為
要
件
を

(I) 

満
た
せ
ば
違
法
と
な
る
の
に
対
し
、
合
理
の
原
則
の
下
で
は
、
個
々
の
事

件
に
お
い
て
市
場
分
析
を
行
い
、
制
限
行
為
に
反
競
争
的
効
果
が
認
め
ら

(2) 

れ
た
場
合
に
違
法
と
さ
れ
る
。

垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
違
法
性
判
断
基
準
は
、
こ
の
二
つ
の
原

則
の
問
を
揺
れ
動
い
た
。
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
最
初
の
最
高
裁

(3) 

判
決
は
、
一
九
六
三
年
の
ぞ
E
お
富
。
ぢ
司
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、

ト
ラ
ッ
ク
と
そ
の
部
品
を
製
造
販
売
し
て
い
る
宅
区
再
開
玄
2
a
n
o
(以

下
、
老
E
B
g
S
2
)
の
垂
直
的
地
域
顧
客
制
限
は
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条

に
違
反
す
る
と
し
て
、
司
法
省
が
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
E
S
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富。
8
円
は
、
流
通
業
者
に
排
他
的
地
域
制
限
を
課
し
、
流
通
業
者
が
同
社

の
同
意
な
く
行
政
機
関
に
販
売
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
最
高
裁
は
、

こ
の
種
の
制
限
行
為
を
扱
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
垂

直
的
非
価
格
制
限
が
競
争
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
か
が
分
か
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
最
高
裁
は
、
合
理
の
原
則
を
適
用
し
て
、
ぞ
E
円
四
冨
2
2
の

垂
直
的
制
限
が
競
争
に
与
え
る
影
響
を
調
べ
た
上
で
、
そ
の
違
法
性
を
判

(4) 

断
す
べ
き
と
判
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
ず
か
四
年
後
に
出
さ
れ
た

P
F豆
ロ
ロ
判
決
は
、

当
喜
四
冨
2
2
判
決
を
変
更
し
た
。
∞

n
F
5
5
事
件
は
、
自
転
車
の
製
造

販
売
を
業
と
す
る
旨

g
E
M
n
E
5
5
伴
内
。
.
(
以
下
、
待
甘
さ
ロ
ロ
)
の
地
域

制
限
は
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
司
法
省
が
提
訴
し
た

も
の
で
あ
る
。
∞

n
F
5
5
は
、
自
転
車
卸
売
業
者
に
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
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を
与
え
、
テ
リ
ト
リ
l
内
に
あ
る
回
忌
呈
自
公
認
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
の
み

販
売
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
半
分
以
上
が
委
託
販
売
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
件
で
最
高
裁
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
、
製
品
の
権
原

(Em)
が

流
通
業
者
に
移
っ
て
い
る
場
合
(
製
品
が
流
通
業
者
に
販
売
さ
れ
た
場
合
)

と
、
製
品
の
権
原
が
製
造
業
者
に
残
っ
て
い
る
場
合
(
例
え
ば
、
委
託
販

売
の
場
合
)
に
分
け
、
前
者
の
場
合
は
製
造
業
者
に
よ
る
垂
直
的
制
限
は

(5) 

当
然
違
法
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
違
法
性
は
合
理
の
原
則
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
、
と
判
示
し
た
。

田
口
町
三
百
一
判
決
は
、
学
説
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
批

判
は
、
製
品
が
製
造
業
者
か
ら
流
通
業
者
へ
販
売
さ
れ
た
場
合
の
垂
直
的

な
地
域
顧
客
制
限
を
す
べ
て
競
争
制
限
的
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
経
済
実

(6) 

態
か
ら
見
て
適
切
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(1)
当
然
違
法
の
原
則
を
初
め
て
明
示
的
に
述
べ
た
最
高
裁
判
決
で

あ
る

C
E
E
M
E
m助〈・

M
O
Sミ
，
〈
白
n
z
z
s
。
ロ
向
。
・

b
o
d
-
M
-
5
0

2
ま
。
)
は
、
価
格
を
拘
束
す
る
共
謀
は
当
然
違
法
で
あ
る
と
判
示

し
た
。
当
然
違
法
と
な
る
か
否
か
の
一
般
的
な
基
準
は
、

Z
0
2
r
S
E
e
p
同
色
君
主
の
O
B司
自
可
〈
・

C
E
-
-
a
g
a
g
-
凶
出
品
白
・
∞
-

ア
U
2
3∞
)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
同
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。
当
然
違
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
競
争
に
対
し
て

「
有
害
な
効
果
」
を
有
し
「
こ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
利
点

(叶邑
8
5岡
田
加
ヨ
ロ
ロ
刊
)
」
を
有
し
な
い
制
限
行
為
で
あ
る
。
こ
の
原

則
が
適
用
さ
れ
る
行
為
は
、
行
為
要
件
を
満
た
せ
ば
「
不
合
理
と

推
定
さ
れ
、
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
正
確
な
弊
害
や
こ
れ
を

使
用
す
る
事
業
上
の
正
当
理
由
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
な
し
に
違

法
と
さ
れ
る
」
。

(2)
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
白
昼
色
白

E
g
〈・

4
『g
田
町
玄
同
曲
目
。
E

p
a
m
Z
〉回開

caHasp-aac-∞
-M唱。
2
3
3
で
、
シ
ャ
!
マ
ン
法

一
条
を
、
文
言
に
忠
実
に
、
取
引
を
制
限
す
る
全
て
の
契
約
を
違

法
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解

す
る
と
、
取
引
に
お
い
て
締
結
さ
れ
る
大
半
の
契
約
を
違
法
と
す

る
こ
と
に
な
り
、
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
高
裁
は
、

g
g
b
R品
。
出
向
。
，
〈
-
C
E
B
ι
g
a
g
-
M
N
-
c
-∞
--(-2-)
で
こ
れ

を
修
正
し
、
不
当
な
取
引
の
制
限
の
み
を
違
法
と
し
、
あ
る
行
為

が
不
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
合
理
の

原
則
が
適
用
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
問
題
と
な
る
行
為
が
合
理
的
な

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し

た
合
理
の
原
則
に
お
け
る
合
理
性
の
判
断
基
準
を
明
示
し
た
の
が
、

内
窓
口
白
開
。
図
。
旬
品
。
『
叶
『
色
白
〈
・

d
E
g
a
∞
g
g
p
Nえい巴・印・同一
w
ア

M凶∞

(3-∞
)
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
「
合
法
性
の
真
の
判
断
基
準
は
、

課
さ
れ
た
制
限
が
、
単
に
競
争
を
統
制
し
こ
れ
に
よ
っ
て
競
争
を

促
進
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
競
争
を
抑
圧
ま
た
は
破
壊
す
る
も
の

な
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
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研究ノート

(
3
)
者
E
S
F
A
O
円
。
同
門
川
。
呂
田
恒
ロ
可
〈
・
ロ
同
忌
白
色
白
お
お
F
当
N
C
-
∞-
N
出

(】唱品川明)・

(
4
)
h
A
巳

N
2・

(
5
)
最
高
裁
が
権
原
が
移
っ
て
い
る
場
合
を
当
然
違
法
と
し
た
の
は
、

制
限
行
為
が
有
害
な
影
響
を
市
場
に
与
え
る
と
判
断
し
た
か
ら
で

は
な
く
、
物
権
法
的
考
慮
に
基
づ
き
、
製
品
の
処
分
権
を
持
た
な

い
者
が
そ
の
製
品
の
処
分
に
つ
い
て
処
分
権
を
有
す
る
者
を
拘
束

す
る
の
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
反
す
る
、
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

(6)
切
口
町
三
E
判
決
に
対
す
る
批
判
を
含
む
論
文
と
し
て
、
例
え
ば

次
の
も
の
が
あ
る
o
O
G
E
E
-
-
回
白

wq-
手
足
町
民
~
均
時
句
句
、
む
芯
H
h
九
ミ

ヨ
ヨ
2
ミ

gshn
守
巴
宮
司
E
R
S
M
急
三
き
さ
ザ
ヌ
F
町
、
司
戸
主

〉
Z
斗
司
同
月
」
百
戸
-
H
・
凶
3
2
2
3・
窓
口
円
。
ロ
回
目
門
出
戸
言
内
M
1
ミ
SHRHp

b
ヨ
S
E
H
~
〉
S
H
弘
芳
宮
包
河
内
之
内
電
t

』山MA叫
U
1
凶
凶
〈
〉
・
戸
-
m
開
〈
-
-
a
m
F叶
(

戸

市

W晶、司)

担
n
F
R
a
〉
同
M
O
∞
口
開
戸
、
ぎ
た
守
富
町
、
。
p
.
円
H
a
s
h
片
岡
岳
同
旬
宮
、
ミ
ヨ
町
内
。
宮
、
J
H
・
.
み
司

旨
ミ
ヨ
ロ
ミ
，
H
旨
同
河
内
』
ミ
円
H
E
む
な
ま
守
足
立
。
司
、
司
。
コ
.
N
C
=
a
~
ミ
雪
同
町
、
a
z
h出

、
。
同
時
ミ
S
~
内
司
、
誌
、
時
同
宣
言
H
b
九
円
な
芯
S
F
斗
凶
の
O
F
C
Z
-
r
m
開
〈
・
N
∞M

2
2
3・
g
g
q
u
-
m
o
窓
口
∞
g
-
河
内
町
内
ミ
〉
苫
号
、
E
H
U
ミ
ミ
告
さ
き
ロ

』
も
い
可
弘
.
)
可
山
山
内
O
F
C豆
-
r
m
同
〈
・
M
A
M
(
忘
吋
一
明
)
・
(
同
同
町

w
n。ロ江口刊口同回目

吋・〈山田町・，、・

0
吋開MV品〈担問MMhy阿国円リ・・品一凶いWC-m
以
内

r
品
、
司
戸
己
(
】
。
J
1
3
・
)

第

節

的
可
}
〈

8
5
判
決

∞n
F
宝
田
口
判
決
か
ら
数
え
て
一

O
年
後
の
一
九
七
七
年
、
最
高
裁
は
、

再
び
判
例
変
更
を
行
い
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
は
合
理
の
原
則
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
る
べ
き
と
判
示
し
た
。
こ
れ
が
ど
Z
S
E
判
決
で
あ
る
。
以
後

現
在
ま
で
、
こ
れ
が
判
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

ど

τsz判
決
を
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

第

款

事
実
の
概
要

被
告
。
叶
肘
ど
}
〈
B
S
H
E
n
-
(
以
下
、

ω三
〈
g
ε
は
、
家
庭
娯
楽
製
品

部
に
お
い
て
テ
レ
ピ
を
製
造
販
売
し
て
い
る
。
一
九
六
二
年
以
前
、
同
社

は
、
他
の
テ
レ
ビ
製
造
業
者
と
同
じ
よ
う
に
、
製
品
を
独
立
系
お
よ
び
会

社
所
有
の
流
通
業
者
に
販
売
し
、
こ
の
流
通
業
者
が
大
手
小
売
業
者
に
販

売
し
て
い
た
。

3-〈
g
g
は
、
全
国
テ
レ
ビ
市
場
に
お
け
る
同
社
の
市
場

占
有
率
が
一

1
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
た
の
を
契
機
と
し
て
、
市
場
戦

略
を
変
更
し
、
一
九
六
二
年
に
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ズ
計
画
を
採
用
し
た
。

こ
の
計
画
の
下
で
、
身
守
S
E
は
、
卸
売
業
者
を
排
除
し
、
小
規
模
な

選
り
抜
い
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
小
売
業
者
に
テ
レ
ビ
を
販
売
し
た
。
こ
の
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目
的
は
、

3
τ
g
E
の
小
売
業
者
の
数
を
減
ら
し
、

3
-
S
E自
の
市
場
で

の
地
位
改
善
に
必
要
な
積
極
的
で
競
争
力
の
あ
る
小
売
業
者
を
引
き
込
む

こ
と
に
あ
っ
た
。
同
社
は
、
販
売
地
域
を
与
え
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
庖
の

数
を
制
限
し
、
庖
舗
の
設
置
場
所
を
指
定
し
た
。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約

は
、
排
他
的
地
域
制
限
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
ど

-gロ
目
白
は
各
々
の
成
績
に

応
じ
て
小
売
業
者
の
数
を
増
減
さ
せ
る
裁
量
権
を
持
っ
て
い
た
。
一
九
六

五
年
に
は
、
同
社
の
テ
レ
ビ
の
全
国
で
の
市
場
占
有
率
は
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
上
昇
し
、
同
社
は
、
全
国
で
第
八
番
位
の
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
製
造
業
者
と

な
っ
た
。

垂直的非価格制限事件における市場分析

一
九
六
五
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
の
販
売
状
況
に
満
足
で
き
な
か
っ

た
与
守
8
5
は
、
岡
市
を
担
当
す
る
小
売
業
者
を
一
つ
増
や
し
た
。
既
存

の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
ー
で
あ
っ
た
原
告

n
g
H
5
2
E叶
・
〈
よ

H
R
-
(以
下
、
。
。

=
5
2
E
)
は
、
こ
れ
に
抗
議
し
た

が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
師
三
〈

8
5
へ
の
大
量
注
文
を
取
り

消
し
、
ど
-
〈

g
g
の
競
争
相
手
で
あ
る

EM--宮
に
大
量
の
注
文
を
出
し

た
。
ま
た
の

S
E
g
E
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
出

庖
し
た
い
と
申
し
出
た
が
、
こ
れ
も

3
z
g
g
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
事
情
に
そ
の
後
の
経
緯
が
加
わ
り
、
の
。
昌
吉

g
E
と

ど

Z
S
E
の
関
係
が
悪
化
し
、
そ
の
結
果
、
ど
守
吉
田
は
の

2
5
2
E
と

の
契
約
を
解
除
し
た
。
こ
れ
に
対
し
の

g
g
g
E
は
、
ど
】
〈

g
u
に
よ
っ

て
指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
か
ら
ど

τ
g
u
製
品
の
販
売
を
禁
止
す
る
(
販

売
拠
点
制
)
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
は
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る

と
し
て
提
訴
し
た
。

連
邦
地
裁
は
、
白
n
Fま

E
法
理
を
適
用
し
、
ど
】
〈

8
5
の
地
域
制
限
を

当
然
違
法
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
事

件
は
∞
n
F
d
i
s
事
件
と
は
事
実
関
係
が
異
な
り

ω
n
E
5
5
判
決
の
射
程
に

は
入
ら
な
い
の
で
、
合
理
の
原
則
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
、

事
件
を
差
戻
し
た
。
同
控
訴
裁
判
所
は
、
∞
n
Eき
ロ
ロ
事
件
と
ど
芝
吉
田
事

件
で
は
、
制
限
行
為
の
性
質
や
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ザ
!
の
市
場
占
有
率
が
異

な
る
等
の
理
由
か
ら
、

S
Z
8
5
の
販
売
拠
点
制
は
、
回
nz豆
ロ
ロ
の
制
限

行
為
よ
り
も
、
競
争
を
阻
害
す
る
潜
在
力
が
小
さ
い
の
で
、
当
然
違
法
と

す
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。

円

U
S
E
B
E
は
、
控
訴
裁
判
所
の
判
断
を
不
服
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁

判
所
に
裁
量
上
訴
を
申
し
立
て
、
こ
れ
が
最
高
裁
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
。

第

款

最
高
裁
判
所
の
意
見

北法50(3・137)529

最
高
裁
は
、
∞
口
町
三

E
判
決
を
覆
し
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
は
合
理

の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
判
示
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
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あ
る
制
限
行
為
に
当
然
違
法
の
原
則
を
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、

(1) 

zo喜
四
B
E
n
-
m
n
事
件
の
最
高
裁
判
決
の
法
理
に
従
い
、
そ
の
制
限
行
為

が
「
競
争

K
対
す
る
有
害
な
効
果
」
を
「
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
を
有
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
「
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
の
判

断
は
、
論
証
可
能
な
経
済
的
効
果
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
従
う
と
、
形
式
的
基
準
を
用
い
て
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
、

当
然
違
法
の
原
則
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
合
理
の
原
則
を
適
用
す
べ
き
も

の
に
分
け
る
∞

S
5
5
判
決
の
考
え
方
は
、
妥
当
で
は
な
く
変
更
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
垂
直
的
制
限
を
見
る
と
、
「
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
を
縮

小
す
る
潜
在
的
可
能
性
」
を
有
す
る
と
同
時
に
、
「
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を

刺
激
す
る
潜
在
的
可
能
性
」
と
い
う
「
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
を
有
す
る

(2) 

の
で
、
当
然
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
垂
直
的
非
価
格

制
限
に
は
合
理
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
「
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
と
な
り
う

る
理
由
を
、
本
文
お
よ
び
脚
注
一
九
で
説
明
し
て
い
る
。
同
注
に
は
、

「
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
は
:
・
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
第
一
次
的
関
心
事
で
あ
る
0

・:

消
費
者
は
、
異
な
る
ブ
ラ
ン
ド
の
同
種
の
製
品
に
乗
り
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
事
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
あ
る
場
合
:
・
そ
れ
は
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場

力

(
5
5
v
S
E
E
R
-
G
ζ
o者
四
円
)
の
行
使
に
対
す
る
大
き
な
抑
止
力
と
な

(
3
)
 

る
。
」
と
あ
る
。

更
に
、
最
高
裁
は
、
垂
直
的
制
限
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
を
有
す

る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
垂
直
的
制
限
は
、
製
造
業
者
が
、
そ
の
製
品
の
流
通
に
お
い
て
、
一

定
の
効
率
性
を
達
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ラ
ン
ド

間
競
争
を
促
進
す
る
。
こ
れ
ら
の
『
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
』
は
、
合
理
の

原
則
の
下
で
垂
直
的
制
限
を
支
持
す
る
す
べ
て
の
判
決
に
お
い
て
、
黙
示

(
4
)
 

さ
れ
て
い
る
よ
効
率
的
に
競
争
す
る
方
法
と
し
て
、
例
え
ば
、
製
造
業

者
が
、
垂
直
的
制
限
を
用
い
て
、
自
社
製
品
の
販
売
の
た
め
に
宣
伝
広
告

や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
積
極
的
に
行
な
う
小
売
業
者
を
引
き
入
れ
る

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
只
乗
り
効
果
が
生
じ
る
な
ど
市
場
は
不
完
全
で
あ

る
の
で
、
完
全
に
競
争
的
な
状
態
で
は
、
小
売
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
サ

l

(5) 

ピ
ス
を
提
供
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。

最
高
裁
は
、
合
理
の
原
則
の
下
で
、
い
か
な
る
市
場
分
析
が
な
さ
れ
る

べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
明
示
し
て
い
な
い

o
n
z
g問
。
図
。
R仏
(6) 

。
コ
司
色
町
事
件
の
最
高
裁
判
決
(
以
下
、
の
窓
口
回
開
。
∞
O
R色
。
叫
吋
円
邑
刊
判
決
)

の
先
例
に
従
い
、
「
事
実
認
定
者
は
・
:
事
件
に
関
係
す
る
全
て
の
事
情
を

(7) 

衡
量
す
る
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
脚
注
二
七
に
、
ブ
ラ
ン
ド

内
競
争
へ
の
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
の
比
較
衡
量
を
裁
判
所

(8) 

が
行
う
こ
と
を
肯
定
す
る
記
述
が
あ
る
。

北法50(3・138)530
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(
1
)
Z
O
ユ
Z
S
E
n
s
n
河
巴
宅
忍
【
U
O
B宮
口
『
〈
-
C
E
8仏
国

E
g咽
凶
法

d
-
M・
戸
(
]
甲
山
叩
∞
)
・

(2)
内。ロ

5
2
E
叶
・
〈
』
E
n・〈・

0J
日
ω〕『
z
s
-
P
H
E
n
-
-品
出
口
め
ば
い
】

(
戸
唱
吋
吋
)
・

(3)
忠
良
三
口
・

3
・

(
4
)
史
民

2
・

(5)
迂
・
民
法
-

(
6
)
の
E
n一
回
加
。
切
。
虫
色
。
]
「
寸
g
b
m
〈・

C
邑
忠
弘
臼
雷
同
m
p
M
K
F
a
d
-
∞・

M凶
戸

(
戸
唱
戸
市
山
)
'

こ
の
判
決
で
、
最
高
裁
は
、
関
連
す
る
事
実
の
例
と
し
て
、
制

限
が
課
さ
れ
る
前
後
の
状
況
、
制
限
行
為
の
性
質
、
制
限
行
為
の

現
実
の
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
効
果
、
制
限
行
為
の
経
緯

(EEミ)、

生
じ
た
弊
害
、
制
限
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
、
制
限
を

課
す
る
目
的
を
挙
げ
て
い
る
。

(
7
)
ミ
-
E同

h
v
@
・

(8)
ミ
・
白
押
ヨ
=
・

5
・

第
三
款

3
-
gロ
宮
判
決
の
分
析
枠
組

師
三
〈
包
宮
判
決
で
は
、
合
理
の
原
則
の
下
で
の
市
場
分
析
に
つ
い
て
具

体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
と
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進
効
果
の
比

較
衡
量
(
以
下
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の
比
較
衡
量
)
と
い
う
市

場
分
析
の
枠
組
が
黙
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の

理
由
を
、
四
つ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、

szss判
決
の
言
、
つ
合
理
の
原
則
は
、

ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
、

(
l
)
 

お
お
か
た
の
一
致
を
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
に
つ

い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

第
二
の
理
由
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
が

ど
芝
g
s
判
決
の
市
場
分
析
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
控
訴
裁
判
所
判
決

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
一
九
八
一
年
の

ζ
5
2
5

回

E
5
2
4
F白印
8
5同
日
。
・
事
件
判
決
(
以
下
、
玄

5
5
5
E窓
口
四
判
決
)

に
お
い
て
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
垂
直
的
制
限
が
ブ
ラ
ン
ド
内
競

争
と
や
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
与
え
る
影
響
の
比
較
は
、

3
7
g
s判
決
に
よ
っ

(
2
)
 

て
要
求
さ
れ
る
重
要
な
分
析
方
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、

岡
山
岡

g
G
2
判
決
に
お
い
て
も
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量

(3) 

を
す
べ
き
こ
と
が
判
示
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
理
由
は
、
裁
判
所
が
比
較
衡
量
を
行
な
う
こ
と
を
肯
定
す
る
脚

注
二
七
の
存
在
で
あ
る
。
同
注
は
、
「
垂
直
的
制
限
の
持
つ
ブ
ラ
ン
ド
内

競
争
へ
の
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
の
比
較
衡
量
は
『
裁
判
所

が
行
な
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
す
ロ
三
由
胃

8
2
官
民
。
ご
宮
』

Zen-己
北法50(3・139)531
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(
4
)
 

P
R
E
Oロ
)
』
と
い
う
の

g
g
g
E
の
主
張
は
・
:
論
駁
さ
れ
た
」
と
述
べ
て

い
る
。理
由
の
第
四
は
、
判
決
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
促
進
す
る
と

い
う
「
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
は
、
「
合
理
の
原
則
の
下
で
垂
直
的
制
限

を
支
持
す
る
す
べ
て
の
判
決
に
お
い
て
黙
示
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ

(5) 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
従
来
か
ら
、
合
理
の
原
則
に
基

づ
く
垂
直
的
制
限
の
違
法
性
判
断
は
、
「
競
争
へ
の
有
害
な
影
響
」
で
あ

る
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
と
「
こ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
利
点
」
で
あ

る
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
比
較
衡
量
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
こ
と

に
な
る
。

(
1
)
P
R
同・

?
E
n
F
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田
〉
・
吉
田
口

mF
豆
町
宮
内

H
H
M
H
§
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S
S
E
h
H

司
S
き
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H
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河
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室
内
札
口
吉
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守
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S
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p
hおむ

~ε・h
H

∞
C
-
n
E
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向
〈

a
L∞
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苫
∞

3
・
0
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色
白
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白
・
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吉
田

vm--m岨
て

2
4九
円
ミ
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含
旬
、
szHh~

N
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色
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S
N
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h
b
~
s
s
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応
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P
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五
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C
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A
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町
田
両
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同
司
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O
〈
問
Z
R〉
富
田
J

明
開
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開
問
〉
「
〉
当
コ
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叶
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口
印
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M
O
F
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一
吋
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〉
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O
同
u
n
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-v
同
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Z
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〉
打
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叶
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申
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品
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(2)
忍
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田
町
雪
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口
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S
F
E
n
-
ぐ
回
目
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尽
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E
内
。

J
E
}
阿
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じ
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町
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C
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e
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ア
晶
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斗
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一
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∞
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∞
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第
二
章

支
持
さ
れ
な
か
っ
た
比
較
衡
量

第

節

比
較
衡
且
一
患
の
回
避

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ど

τ
8
5
判
決
に
示
さ
れ
た
垂
直
的

非
価
格
制
限
の
市
場
分
析
と
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
筒
の
比
較
衡

量
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
告
が
*
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
立
証
す
る
と
、
反
競
争
的
効
果
の
存
在
が
推
定
さ
れ
、
こ
の
推
定
を

覆
す
た
め
に
被
告
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
が
存
在
す
る
こ
と
を
立

証
し
、
事
実
認
定
者
は
、
こ
の
二
つ
の
効
果
を
天
秤
に
掛
け
、
垂
直
的
制

限
が
競
争
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
か
有
益
な
影
響
を
与
え
る
か
を
判
断

す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
芝

8
5
判
決
以
降
に
垂
直
的
非
価
格
制
限
の
市
場
分
析
を

行
っ
た
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
比
較
衡
旦
一
昆
を
回
避
す
る
傾
向
に
あ
る
。
二

二
判
決
例
の
中
で
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の
比
較
衡
量
を
行
っ
た

も
の
は
、
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
と

-SEE
差
戻
控
訴
審
判
決
た
だ

一
件
の
み
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
が
敬
遠
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
実
行
が
難
し
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
論
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

MvgrS
は
、
「
ブ
ラ
ン
ド
内

競
争
の
減
殺
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
改
善
の
差
し
引
き

(E号
O
B
は、

測
定
が
困
難
で
あ
り
、
最
高
裁
が
合
理
の
原
則
の
適
用
を
選
択
し
た
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
垂
直
的
協
定
は
合
法
で
あ
る
と
宣
言
し
た
も
同
然

(
1
)
 

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
出
0
5易
自
唱
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・

ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が

個
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、

制
限
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
価
格
を
限
界
費
用
よ
り
引
き
上
げ
る
効

果
を
与
え
る
場
合
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
に
も
同
様
の
効
果
を
与
え
る
と
指

(
2
)
 

摘
し
て
い
る
。
問
皇
刊
号
8
0
r
に
至
つ
て
は
、
裁
判
官
は
、
経
済
的
損
失

が
競
争
的
損
失
を
上
回
る
か
ど
う
か
を
評
価
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ほ
と
ん
ど
の
事
業
行
為
の
厚
生
的
意
味
は

(
5
5同
町
吉
田

u-5舌
ロ
)
は
、

(3) 

経
済
学
者
の
知
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
が
困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と

は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
事
件
の
数
を
減
ら
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
二
二
判
決
例
は
、
す
べ
て
私
訴
で
あ

り
、
政
府
訴
訟
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
製
造
業
者
に
よ
っ

て
課
さ
れ
た
制
限
条
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
た
め
契
約
を
解
除
さ
れ
た
流

(4) 

通
業
者
や
小
売
業
者
に
よ
っ
て
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
例
が
多
い
。
と
こ
ろ

が
、
私
人
に
と
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
は
困
難

な
も
の
で
あ
る
た
め
、
合
理
の
原
則
の
も
と
で
の
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
違

反
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
原
告
に
は
不
利
な
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
垂

直
的
制
限
事
件
の
原
告
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
と
い
う
法
律
構
成
を
避

け
、
当
然
違
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
再
販
売
価
格
維
持
や
共
同
の
取
引

(5) 

拒
絶
と
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の
比
較
衡
量

の
使
用
を
完
全
に
拒
否
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
比
較
衡
量
の
回
避
は
、
部

分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。

(1)
問
。

σゆ
同
片
岡
ぷ

S
P
S・
-
コ
話
回
い
を
き
宮
内
U
E
M
宍
〉
ヨ
見
守

5
H
〉
沼
田
町
Y
M
R
M
C
H

ミ
ロ
ョ
‘
、
江
町
内
て
内
ミ
円
む
こ
だ
h
H
S凡
P
E
H
h
J
訴
の
O
「
「
閉
山
伺
〈
・
ア
凶
品
(
苫
吋
∞
)
・

(
2
)
宮

宙

開

雪

Z
O〈
開
Z

E
芦

沼

田

開

〉

戸

〉

Z
叶
司
雪
印
↓

gF49

叶
国
間
「
〉
者

O同

unoy品目》
Ea--a目。
Z
〉
Z
U
司
印
可
同
〉
内
コ
の
関
与
凶
∞
(
冨
唱
品
)
・

(3)-dgrz-E田仲刊号
5
0
F
Z込
町
ミ
〉
旬
、
町
内
宮
内
ミ

sh同志
向

p
r
ミ

河内

b
h
o
p
凶
一
凶
〉
弓
『
吋
『
同
C
凹

4
V
-
F
E少
戸
凶
一
四
(
苫
∞
h
H
)

・

玄

-
F
2
8
5叩
句
。
吉
岡
田

-
q
h
w
g
R
r
∞・

2
官
房
-
Q
e
-
tミ
B
~
河
内
'

h
H
ミ
ヨ
ロ
宮
号
、
も
達
、
円
廿
ヨ
旬
、
同
b
t
M
4

尽
き

haEspaso昌二。

H
F
肉
、
S
H
'
~叫
ん
可
『
ゼ
ロ
ミ
。
。
、
.HFも
え
q
l
q
p
a
N
〉
Z
J門
司
河
口
開
4

「
戸
斗
一
NAW.斗一凶(〕

(
同
遺
品
)
も
同
趣
旨
で
あ
る
。
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研究ノート

(
4
)
シ
ャ
l
マ
ン
法
l
条
は
刑
事
的
規
定
で
あ
る
が
、
ク
レ
イ
ト
ン

法
四
条
(
宮
内
戸
田
三

g
〉
n
T
Z
C・
臼
・
の
で
と
は
、
反
ト
ラ
ス
ト

法
違
反
行
為
に
よ
っ
て
事
業
や
財
産
に
損
害
を
受
け
た
者
は
、
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
(
三
倍
額
)
を
提
起
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

シ
ャ
l
マ
ン
法
一
条
は
、
複
数
の
者
が
共
同
し
て
取
引
を
制
限

す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
違
法
行
為
者
は
複
数
存
在
す

る
。
垂
直
的
制
限
事
件
の
場
合
、
違
法
行
為
者
は
通
常
、
製
造
業

者
と
流
通
業
者
で
あ
る
が
、
私
訴
で
あ
る
二
二
判
決
例
で
は
、
製

造
業
者
の
み
が
被
告
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
事
例
が
多
い
。
流
通
業

者
も
と
も
に
被
告
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
も
、
制
限
行
為
の
中
心

は
製
造
業
者
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)
Z
Z
F
E
開
・
〉
自
由
〉
w

〉
ヨ
司
雪
印
↓

F
Zさ
さ
∞

(35・

第

節

と-〈

8
5
事
件
の
差
戻
控
訴
審
判
決

ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
が
困
難
を
伴
う
こ
と
は
、

印
〕
ユ

S
D
E
差
一
戻
控
訴
審
判
決
の
市
場
分
析
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
節
で
は
、
こ
の
判
決
に
お
け
る
比
較
衡
旦
一
旦
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
ど
守

g
E差
一
戻
控
訴
審
判
決
の
行
な
っ
た
市
場
分
析

を
紹
介
し
、
次
に
比
較
衡
旦
一
昆
が
い
か
に
行
な
わ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
こ

の
事
件
の
事
実
関
係
の
紹
介
は
、
第
一
章
第
二
節
第
一
款
に
譲
り
、
こ
こ

で
は
省
略
す
る
。第

款

市
場
分
析

3
-
gロ
g
差
一
戻
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
市
場
分
析
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

3
2
8
5
事
件
に
お
け
る
最
高
裁
の
意
見
は
、
白
号
恒
吉
田
。
国
包
え

吋

g
b
m
判
決
の
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
制
限
行
為
が
競
争
を
抑
圧
す
る
も

の
か
促
進
す
る
も
の
か
が
問
題
と
な
る
。
「
垂
直
的
制
限
は
、
ブ
ラ
ン
ド

内
競
争
を
過
度
に
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
促
進
す
る

と
見
込
ま
れ
る
場
合
、
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
・
:
以
下
で
、

ど

τ
g
s
の
制
限
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
お
よ
び
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に

(
l
)
 

与
え
る
影
響
を
検
討
す
る
。
」

1
.
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
へ
の
影
響

判
垂
直
的
制
限
の
内
容

-
n
c
Eロ
S
E
H〈
・
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
の
出
庖
を
許
さ
な
い
限
度

で
、
競
争
を
制
限
す
る
0

・
∞
三
〈

g
s
は
い
つ
で
も
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
地
区
で
、
他
の
大
手

デ
ィ
ー
ラ
ー
を
公
認
で
き
る
。

北法50(3・142)534



以
上
よ
り
、
本
件
制
限
は
、
厳
格
な
地
域
制
限
で
は
な
い
。

川
制
限
の
意
図

回
三
〈
包
宮
、
が
安
売
り
を
防
ぐ
た
め
に
販
売
拠
点
制
を
採
用
し
た

と
の
立
証
な
し
。

例
制
よ
り
、

3
-
g口
広
の
制
限
行
為
が
あ
る
程
度
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争

を
阻
害
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
制
限
行
為
は
、
過
度
に
制
限
的
な
も
の

で
は
な
く
、
価
格
の
引
き
下
げ
を
防
ぐ
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は

と、。

J
h
o
'
v
 

垂直的非価格制限事件における市場分析

2
.
ブ
ラ
ン
ド
筒
競
争
へ
の
影
響

判
否
定
的
効
果
(
ロ

a
s
S
O
S
2
)

の
o=
吾
gs-
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
他
ブ
ラ
ン
ド
の
テ
レ
ビ
を
販
売

す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

P
E
E
S
E
が
販
売
し
て

い
る
他
ブ
ラ
ン
ド
製
品
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
市
場
に
参
入
で
き
る
。

川
見
込
ま
れ
る
有
益
な
効
果
(
ロ
宮

-zsops-032)

「
垂
直
的
非
価
格
制
限
が
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
良
い
影
響
を
与

え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
産
業
の

市
場
構
造
と
当
該
制
限
が
採
用
さ
れ
た
環
境
の
下
で
、
当
該
制
限
の

有
す
る
想
定
さ
れ
る

(
g
g
B
E
)
経
済
的
影
響
か
ら
引
き
出
さ
れ

る
推
定
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
・
こ
れ
ら
の
要
因
を
考
慮

し
た
後
、
製
造
業
者
の
垂
直
的
制
限
は
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
促
進
し

そ
う
で
あ
る
、
と
の
結
論
に
裁
判
所
が
達
し
た
場
合
、
そ
の
制
限
は
、

(2) 

通
常
、
合
理
的
な
制
限
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o
」

岡山色

usso邑
判
決
の
市
場
構
造
分
析
と
類
似
の
分
析
を
適
用
し

て、

S
Z
8
5
が
販
売
拠
点
制
を
採
用
し
た
時
期
お
よ
び
ど
-
S
E曲

が
〈

U
S
E
S
E
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
市
場
へ
の
参
入
を
妨
げ
た
時
期

の
、
テ
レ
ビ
製
造
業
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

-
一
九
六
二
年
と
一
九
六
五
年
に
、
小
売
業
者
に
販
売
す
る
能
力
を

持
つ
テ
レ
ピ
製
造
業
者
が
あ
り
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
市
場
に
参
入
し

よ
う
と
し
た
。
こ
の
テ
レ
ビ
は
、
ど

τ
g
E
の
テ
レ
ビ
と
代
替
性

が
あ
る
。

-印可
Z
8
5
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
競
争
者
の
製
品
を
扱
う
こ
と
を
禁

じ
て
い
な
い
0

・
他
の
製
造
業
者
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
行
為
を
行
な
っ
て
い
な
い
0

・
印
可
ぎ

g
g
に
よ
る
販
売
拠
点
制
は
、
他
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
要
請
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

同三〈

B
E
に
よ
る
制
限
行
為
は
合
理
的
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
製
造
業

界
の
市
場
構
造
か
ら
す
る
と
、
本
件
制
限
は
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
を

促
進
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
販
売
拠
点
制
は
、

s
z
g
sが
と
り

う
る
制
限
的
性
質
の
小
さ
い
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
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研究ノート

第

款

判
決
の
検
討

身
】
〈

B
E
差
一
戻
控
訴
審
判
決
に
は
、
回
目

-
8
8、

ZF加
宮
、
可
申
込

g
Rな
ど

の
比
較
衡
量
を
表
わ
す
文
言
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
」
ブ
ラ
ン
ド
内
競

争
へ
の
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
を
個
別
に
調
べ
、
最
後
に
そ

の
両
者
を
考
慮
し
て
、
反
競
争
的
効
果
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
比
較
衡
量
は
、
不
十
分
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
裁
判
所
が
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
の
や
り
方
を

誤
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
比
較
衡
量
そ
の
も
の
が
実
行
困
難
な
も
の
で
あ

る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
と
し
て
不
十
分
と
思
わ
れ
る

点
は
二
つ
あ
る
。

第
一
に
、
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
と
す
る
の
み
で
、
促
進
効
果
が
大
き
い
の
か
小
さ
い
の
か
は
判
断
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
促
進
効
果
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の

判
断
が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン

ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
を
行
う
た
め
に
は
、
困
難
で
あ
っ
て
も
、

促
進
効
果
の
大
き
さ
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
が
小
さ
い
と
し
て
も
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進

効
果
が
小
さ
け
れ
ば
、
一
概
に
反
競
争
的
効
果
な
し
と
は
で
き
な
い
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
♂
守

g
g
差
戻
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
へ
の
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う

に
比
較
し
て
反
競
争
的
効
果
な
し
と
判
断
し
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
説
得
的
な
形
で
そ
の
過
程
を
一
不
す
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
局
、
裁
判
所
は
、
市
場
分
析
に
入
る
前
に
、
「
垂
直
的
制
限
は
、
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
を
過
度
に
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
促

進
す
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
、
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
い
う
枠
組

(
1
)
 

を
示
す
こ
と
で
、
判
決
全
体
の
整
合
性
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。

北法50(3・144)536

(
1
)
ど
τ
8
3
b
E
m
M仏
曲
目
】
】
凶
吋
・

第
三
章

市
場
力
の
簡
を
用
い
た
判
決

二
二
判
決
例
の
控
訴
裁
判
所
は
、
そ
の
採
用
す
る
市
場
分
析
の
枠
組
か

ら
、
市
場
力
の
飾
を
用
い
る
控
訴
裁
判
所
と
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組

を
用
い
る
控
訴
裁
判
所
の
二
つ
の
集
団
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章



で
は
、
前
者
の
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
多
要
素
考
慮
型
の
判
決
は
、

市
場
力
の
飾
を
用
い
た
判
決
よ
り
早
い
時
期
に
出
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、

市
場
力
の
飾
は
、
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
よ
り
も
多
く
の
控
訴
裁
判

所
の
支
持
を
集
め
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
先
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

市
場
力
の
飾
を
用
い
た
の
は
、
古
い
順
に
、
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所

の
G
P
D
判
決
、
第
八
巡
回
区
の

E
g
B
U
E開
判
決
、
第
七
巡
回
区
の

〈
白
ロ
ミ
判
決
、
第
八
巡
回
区
の

g、
ぎ
判
決
、
第
四
巡
回
区
の
冨
E
R
O
垣

(1) 

E
E
H
E
5
判
決
お
よ
び
第
六
巡
回
区
の
切
島
町
可
〆
判
決
で
あ
る
。

垂直的非価格制限事件における市場分析

(
1
)
第
四
お
よ
び
第
六
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
は
、
市
場
力
の
簡
を

用
い
た
判
決
よ
り
前
に
、
簡
を
用
い
な
い
判
決
が
出
て
い
る
。
第

四
巡
回
区
の
も
の
は
担

8
d
a
判
決
、
第
六
巡
回
区
の
も
の
は

色
島
え
判
決
と
り
立
国
自
宅
白
E
5
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後

の
市
場
力
の
簡
を
用
い
た
判
決
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
も
の
と
見
て
、

本
節
で
は
検
討
し
な
い
。

第
一
節

市
場
占
有
率
に
よ
る
飾
い
分
け
の
論
理

第
一
款

市
場
力
の
飾
と
は

市
場
力
の
飾
と
は
、
市
場
分
析
の
最
初
に
、
関
連
市
場
に
お
け
る
被
告

(I) 

の
市
場
力
を
調
べ
、
被
告
が
市
場
力
を
持
た
な
い
場
合
は
、
そ
れ
以
上
の

市
場
分
析
は
行
わ
ず
、
垂
直
的
制
限
は
シ
ャ
!
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
な

い
と
判
決
し
、
市
場
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
詳
し
い
市
場
分
析
を
行
な

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
市
場
力
の
飾
を
用
い
て
判
決
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

E
s
s
o日
開
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
O

E--R
回
お
豆
口
間
内
。
・
甘
口
・
(
以
下
、
玄
三
四
『
)
は
、
ビ
ー
ル
の
製
造
業
者

で
あ
り
、
七
O
O
以
上
の
独
立
系
流
通
業
者
の
流
通
網
を
使
っ
て
製
品
を

流
通
さ
せ
て
い
た
。
同
社
は
、
各
流
通
業
者
に
責
任
地
域
を
割
り
当
て
て

い
た
が
、
地
域
外
販
売
は
禁
止
し
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の

小
売
庖
で
あ
る
〉

a
g
o
g加
の
。
・
甘
n
-
(
以
下
、
〉
訟
5

0

2
加
)
と

。
。
宅
ロ
円
。
垣
p
z
n・
(
以
下
、

U
O者
口
円
。
巧
口
)
は
、
一
九
七
六
年
、
サ
ウ
ス
ダ

コ
タ
州
当
白
8
3
0
3
で
事
業
を
行
な
う
芸
ロ

q
の
流
通
業
者
回

8
5
E

0
2
5
g
g個
内
0
・
(
以
下
、
回
5
5
R司
)
か
ら
玄
E
R
製
品
の
仕
入
れ
を

始
め
た
。
こ
れ
は
、
回
5
5寄
が
低
い
価
格
と
魅
力
的
な
値
引
き
条
件
を

提
示
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
三
年
、
玄
5
2
は
、
流
通
契

約
を
変
更
し
、
流
通
業
者
に
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を
与
え
た

o
E
8
5

北法50(3・145)537

u
g
m
と
り
。
者
口
言
者
ロ
は
、
回
同
町
宅
担
円
四
円
の
テ
リ
ト
リ

l
の
外
に
位
置
す
る

た
め
、
同
社
か
ら
の
宮
口
官
製
品
の
供
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

〉
目
的
即
日
ロ
ヨ
加
と
り
O
宅
ロ
ぢ
宅
ロ
は
、
玄
同
--2
の
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を
、
州
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の
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
で
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
の
裁
判
所
に
提
訴
し
た
が
、

玄
E
R
の
申
立
て
に
よ
り
事
件
は
連
邦
地
裁
に
移
送
さ
れ
、
シ
ャ

i
マ
ン

法
一
条
違
反
が
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
製
品
市
場
を
ピ

l
ル
、
地
理
的
市
場
を

サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
に
と
り
、
富
庄
司
司
の
市
場
占
有
率
を
一
九
・
一
%
と
算

定
し
、
こ
こ
か
ら
沼
田
2
は
市
場
力
を
有
し
な
い
と
判
断
し
、
そ
れ
以
上

の
市
場
分
析
を
行
う
こ
と
な
く
シ
ャ

l
マ
ン
法
1
条
に
違
反
し
な
い
と
判

示
し
た
。

で
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
行
う
被
告
が
市
場
力
を
有
し
な
い
場
合
、

な
ぜ
、
詳
し
い
市
場
分
析
を
行
う
こ
と
な
く
反
競
争
的
効
果
な
し
と
判
断

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
、
裁
判
所
は
、

〉日間
5
0
2開
判
決
で
、
次
に
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
『
ブ
ラ
ン
ド
関

市
場
に
お
け
る
市
場
力
の
欠
如
は
、
消
費
者
が
被
告
の
製
品
と
か
な
り
の

代
替
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
製
品
を
販
売
す
る
企
業
と
被
告
が
競
争
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
、
被
告
が
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
欠
如
に

よ
り
流
通
費
用
が
高
ま
っ
た
な
ど
、
何
ら
か
の
理
由
で
小
売
価
格
を
競
争

者
の
も
の
よ
り
高
く
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
若
し
く
は
全
て
の
取
引
を
失
う

で
あ
ろ
う
:
ι
:
・
市
場
力
の
な
い
企
業
は
、
生
き
残
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

反
競
争
的
効
果
を
持
つ
制
限
を
用
い
る
は
ず
が
な
い
。
・
:
放
に
、
市
場
力

の
存
在
が
認
定
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
争
わ
れ
て
い
る
制
限
行
為
の

(2) 

競
争
上
の
効
果
を
比
較
衡
量
す
る
必
要
は
な
い
。
」
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(
1
)
関
連
市
場
は
、
競
争
の
対
象
と
な
る
製
品
の
範
囲
(
製
品
市
場
)

お
よ
び
競
争
の
行
わ
れ
る
地
理
的
範
囲
(
地
理
的
市
場
)
に
よ
っ

て
画
定
さ
れ
る

(MR
町
二
ア
。
-M0
・
斗
コ
同
泣

a
z
S
)
0

ま
た
、
市
場
力
(
百
貨
片
巳
宮
垣
四
円
)
と
は
、
〈
同

--aH判
決
に
よ

る
と
、
「
す
べ
て
の
取
引
を
失
う
こ
と
な
く
、
価
格
を
競
争
的
水
準

よ
り
相
当
程
度
引
き
上
げ
る
力
」
で
あ
る
(
〈
島
ミ
ピ
宮
2
三
宮
-

〈・河内国出向}円二四回、。『同町円
FHAE-bJ
可∞
m

M
色
叶
品
M
・J
X
U
(吋
門
町
内
町

-zw∞M
)
)

。

G
P
D
判
決
お
よ
び
、
知
山
、
ぎ
判
決
は
、
明
示
的
に
こ
の
定
義
を
支

持
し
て
お
り
、
〉
日
g
g
o
g
m
判
決
お
よ
び
〈
色
町
可
口
判
決
に
お
い

て
も
、
こ
の
定
義
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
決
文
か
ら
読
み

取
れ
る
。

(2)
〉
岡
田
知

B
U
E
m
w吋混同
U
-
M門
田
島
問
一
三

a・

第
二
款

市
場
占
有
率
に
よ
る
代
用

市
場
力
の
有
無
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
る
。
市

場
力
の
飾
に
と
っ
て
、
市
場
占
有
率
に
よ
る
代
用
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ

る
。
市
場
占
有
率
の
み
か
ら
市
場
力
の
有
無
を
判
断
で
き
な
い
と
す
る
と
、

複
雑
な
市
場
分
析
を
回
避
す
る
と
い
う
後
述
す
る
市
場
力
の
飾
の
目
的
が
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達
成
で
き
な
く
な
る
。

で
は
、
い
か
な
る
根
拠
を
も
っ
て
、
市
場
占
有
率
に
よ
る
代
用
を
妥
当

と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
、

G
P
D
判
決
は
、
三
つ
挙
げ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
与
え
ら
れ
た
事
件
に
お
い
て
市
場
力
を
確

定
す
る
こ
と
は
概
念
上
難
し
い
。
第
二
に
、
確
定
で
き
る
と
し
て
も
、

「
市
場
力
の
測
定
に
は
、
洗
練
さ
れ
た
計
量
経
済
学
的
分
析
が
必
要
で
あ

る
」
の
で
、
「
市
場
力
は
、
当
事
者
主
義
的
手
続
き
で
取
り
扱
わ
れ
る
の

に
向
い
て
い
な
い
」
。
第
三
に
、
市
場
占
有
率
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が

ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
制
限
か
ら
生
じ
る
反
競
争
的
効
果
を
最
小
化
す
る

(I) 

(
E
E
E
N目
)
力
を
持
っ
か
ど
う
か
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
経
済
学
で
用
い
ら
れ
る
市
場
力
分
析
は
、
経
済
学
の
素
人
に
簡

単
に
扱
え
る
代
物
で
は
な
い
の
で
、
市
場
力
と
ほ
ぼ
比
例
関
係
に
あ
る
市

場
占
有
率
を
代
わ
り
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
市
場
占
有
率
の
み
か
ら
市
場
力
を
判
断
で
き
る
と
い
う
議
論

に
は
、
一
つ
の
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
場
面
定
の
段
階
で
需
要
の
弾

力
性
が
正
し
く
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
(2) 

2
8
R
と
戸
田
E
g
は
、
共
著
論
文
に
お
い
て
次
に
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

市
場
力
を
計
る
に
は
、
「
市
場
占
有
率
」
、
「
需
要
の
弾
力
性
」
お
よ
び

「
競
争
す
る
ま
た
は
周
縁
企
業
の
供
給
の
弾
力
性
」
の
三
つ
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
こ
れ
ら
の
弾
力
性
は
『
(
少
な
く
と
も
訴
訟
と

い
う
方
法
で
は
)
容
易
に
は
判
定
で
き
ず
』
、
こ
れ
ら
の
弾
力
性
の
推
定

値
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
推
定
値
の
計
算
に
用
い

る
適
切
な
期
間
を
選
択
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
:
・
『
弾
力
性
が
分
か

ら
な
い
場
合
に
市
場
力
を
判
定
す
る
』
代
替
的
接
近
方
法
は
、
市
場
を
画

定
す
る
際
に
最
初
に
弾
力
性
を
当
て
推
量
信
号
室
百
白
再
開
閉
)
で
計
る
こ

(3) 

と
で
あ
る
」
。

こ
の
点
に
つ
い
て
実
際
に
争
っ
た
の
が
〈
色
ミ
事
件
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
る

OMHEP-弘
吉
苦
言
ヨ
ト
向
島
(
以
下
、

宮
口
出
向

E
)
は
、
蒸
留
酒
と
ワ
イ
ン
の
輸
入
業
者
で
あ
り
、
全
国
規
模
の

流
通
業
者
で
あ
る
。
〈
色

3EAga--ロ
n-(以
下
、
〈
包
-m
可
)
は
、

-Ngf

m
m
E
の
流
通
業
者
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
割
り
当
て
ら
れ

て
い
た
。
一
九
八
一
年
、

F
E
r
E
は
、
流
通
網
の
再
編
成
を
行
な
い
、

〈
E
z
a
に
、
そ
れ
ま
で
与
え
て
い
た
テ
リ
ト
リ
ー
の
う
ち
、
販
売
量
の
多

か
っ
た
三
郡
に
対
す
る
権
利
を
取
り
上
げ
、
六
郡
で
の

m
g
p
E
製
品
を

排
他
的
に
扱
う
権
利
を
引
き
続
き
認
め
、
更
に
、
新
た
な
三
郡
で
の
同
社

製
品
を
扱
う
権
利
を
与
え
た
。
〈
白

--aは
、
閉

HgmnE
が
、
〈
陪

-5を
イ

リ
ノ
イ
州
の
三
郡
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
取
引
を
制
限
し

て
い
る
と
し
て
、
シ
ャ

i
マ
ン
法
一
条
に
基
づ
き
提
訴
し
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
二
つ
の
控
訴
審
判
決
が
出
さ
れ
た
。
一
つ
は
、

河

g
p
E
の
テ
リ
ト
リ
!
変
更
に
対
す
る
〈
E
E
a
に
よ
る
仮
差
止
命
令
の

北法50(3・147)539
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申
し
立
て
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
控
訴
審
判
決
を
〈
巴
ミ
同

(4) 

判
決
と
呼
ぶ
。
〈
島
町
三
判
決
で
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
申
し
立
て
を

棄
却
し
た
地
裁
の
判
断
を
維
持
し
た
。
こ
の
控
訴
審
判
決
の
市
場
力
の
簡

に
関
連
す
る
記
述
は
、
〈
回
目
ミ
ロ
判
決
で
も
問
題
と
な
っ
た
。

二
つ
目
は
、

m
g
p
E
に
よ
る
サ
マ
リ
ー
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト
の
申
し
立

て
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
市
場
占
有
率
に
よ
る
代
用
の
妥
当

性
を
争
っ
た
〈
色
ミ
ロ
判
決
で
あ
る
。
地
裁
が
、
こ
の
申
し
立
て
を
、

情
報
開
示
手
続

2
5
0
5
Q
)
の
後
に
認
め
た
た
め
、
〈
色
ミ
が
こ
れ
を

不
服
と
し
て
控
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
〈
色
々

は
、
先
の

2
8
2
と

E
E
2
共
著
の
論
文
を
引
用
し
、
市
場
力
を
市
場

占
有
率
で
代
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
第

7
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
の
主

張
を
退
け
た
。
す
な
わ
ち
、
〈
色
ミ
同
判
決
で
ぎ
百
四
『
判
事
は
、
市
場
面

定
の
段
階
で
当
て
推
量
に
よ
る
需
要
の
弾
力
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
市
場
力
を
、
相
当
程
度
の
市
場
占
有
率
を
保
持
す
る
こ
と
と
定

義
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
市
場
占
有
率
は
市
場
力
を
測
る
基
準
と
し
て
信

(5) 

頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

。司0・
叶
コ
明
-M品
包
】
凶
斗
{
)
・

(
2
)
ぎ
巨
z
g
玄
-
F
g
a
g
h
w
E
n
F
E
H仏
〉
・

2
8
m
p
ミミ枠内
H
M
V
S晶
、

s

k
同

ZHHqzhHhchhp
唱
品
田
〉
問
〈

-F-m開
〈
・
唱
一
凶
、
司
、
品
、
司
会
喧
∞
円
)
・

(3)
〈

mwzae∞M
M
明

JNaRaaJ『・

(
4
)
〈
己
目
白
『

t
s
g
ロ-HEn-
〈

-
m
g
r
E
官
官
民
R
F
F
a
-
-
S∞
明

・

匡

豆

ω

(
J

可
円
宮
内
』
円
}
唱
∞
M
)

(5)
〈
包

-3・∞
M
M
m
M
S
良
公
司
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第
三
款

目
的

市
場
力
の
締
を
用
い
る
目
的
は
二
つ
あ
る
。
第
一
の
目
的
は
、
ブ
ラ
ン

ド
内
競
争
制
限
効
呆
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
比
較
衡
量
を
回
避

す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
面
的
な
回
避
で
は
な
く
、
被
告
が
市
場

力
を
持
た
な
い
場
合
に
限
定
し
た
回
避
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
回
避
が
行
わ
れ
る
の
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ

ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
を
行
う
こ
と
が
、
現
実
に
は
困
難

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

比
較
衡
量
回
避
の
目
的
を
明
示
し
た
の
が
、
一
九
八
二
年
の
〈
色

aH

判
決
で
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
て

2
2
2
判
事
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
、
ブ

ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
旦
一
塁
に
よ
り
競
争
へ
の
影
響
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
近
道
(
間
宮
書
見
)
を
使
、
つ
べ

(1) 

き
と
述
べ
た
。
そ
の
近
道
が
、
市
場
力
の
飾
で
あ
る
。
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ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
旦
一
塁
を
回
避
す
る
こ
と
は
、

す
る
と
、

3
Z
8
5
判
決
は
市
場
分
析
で
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の

比
較
衡
旦
一
旦
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
学
説
、
判
例
の
理
解
に
反

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
〈
色

aH判
決
に
お
け
る
旬
。
2
2

判
事
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
に
つ
い
て
従
来
と
は

異
な
る
理
解
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
場
力
の
飾
は
ど
ぞ

g
E判
決
の
法

理
に
違
反
し
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
〈
包

-
3
2事
件
で
、
原
告
〈
E
E
a
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争

の
減
殺
は
、
不
当
な
取
引
の
制
限
の
二
応
有
利
な
証
拠
と
な
り
、
ブ
ラ
ン

ド
間
競
争
が
こ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
の
立
証
責
任
が
被
告
河
町
田
町
四
冨

(2) 

に
移
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
理
解
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
市
場
力
の
飾
は
ぎ

τ
2
5
判
決
の
法
理
に
違
反

す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
吉
田
口
R
判
事
は
、
〈
包

Z
の
主
張
す
る
比
較
衡
量
は
誤
っ
て

い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
へ
の
影
響
と
ブ

ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
は
、
単
純
に
秤
に
掛
け
て
ど
ち
ら
が
重
い
か
を

比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
原
告
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内

競
争
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
両
方
へ
の
影
響
を
勘
案
し
た
上
で
、
問
題
と

な
る
流
通
制
限
が
消
費
者
を
悪
化
す
る

(40同
8
0
3
こ
と
を
立
証
し
な

(
3
)
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
市
場
力
の
飾
は
、 見

国三〈

g
E判
決
の
法
理
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
力

を
持
た
な
い
企
業
は
、
消
費
者
を
害
す
る
制
限
行
為
を
な
す
カ
を
持
た
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問

の
比
較
衡
量
を
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

2
2
2
判
事
は
、
カ
の

な
い
企
業
に
よ
る
流
通
制
限
が
反
競
争
的
効
果
を
持
つ
可
能
性
を
否
定
し

て
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
非
常
に
小
さ
い
の
で
、
こ
の
可
能

性
を
無
視
し
て
も
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
執
行
が
実
効
性
を
失
う
こ
と
は
な

(4) 

い
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
の
目
的
は
、
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
の
負
担
の
軽

減
で
あ
る
。

こ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
一
九
八
一
年
の
玄

5
5吉
田
g
g
m
判
決
が

あ
る
。
こ
の
判
決
で
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
訴
訟
経
済
の
観
点

か
ら
、
合
理
の
原
則
分
析
の
枠
組
と
し
て
市
場
力
の
飾
が
有
用
で
あ
る
こ

(5) 

と
を
説
い
た
。
た
だ
、
市
場
力
の
飾
に
関
す
る
記
述
は
、
判
決
の
最
後
に

補
論
の
よ
う
な
形
で
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
当
該
事
件
の
違
法
性
の
判

断
に
は
直
接
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
同
裁
判
所
は
、
結
局
、
こ
の
事
件

に
お
い
て
も
そ
の
後
の
事
件
で
も
市
場
力
の
簡
を
採
用
し
な
か
っ
た
が
、

市
場
力
の
飾
に
関
す
る
記
述
は
他
の
控
訴
裁
判
所
に
影
響
を
与
え
た
。

他
の
例
と
し
て
は
、
一
九
八
三
年
の

G
P
D
判
決
が
あ
る
。
こ
の
判
決

で
、
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
富

5
5雪
国
E
S凹
判
決
を
先
例

北法50(3・149)541



研究ノート

と
し
て
引
用
し
、
合
理
の
原
則
分
析
の
最
初
に
、
被
告
が
市
場
力
を
有
す

る
こ
と
の
立
証
を
原
告
に
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
範
囲
が
絞
ら
れ
、(6) 

訴
訟
当
事
者
と
裁
判
所
の
双
方
に
と
っ
て
費
用
の
節
約
に
な
る
と
述
べ
た
。

(
l
)
た
だ
し
、

F
S
R
自
身
は
自
貸
付
包
宮
垣
開
門
田

nagと
い
う
文
言

を
用
い
て
い
な
い
。

(
2
)
〈
包
ぽ
『
・
晶
、
司
∞
明
-
M
門戸田門叶品ム・

(
3
)
〈白
E
3・
A3∞
mN品目門叶品川山・

巴
宮

a
q事
件
を
見
る
と
、
吉
田
口
四
円
判
事
の
こ
の
主
張
に
は
疑

問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
事
件
は
、
市
場
占
有
率

の
小
さ
い
企
業
に
よ
る
流
通
制
限
に
反
競
争
的
効
果
が
認
め
ら
れ

た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
反
競
争
的
効
果
は
、
無
視

し
て
も
反
ト
ラ
ス
ト
法
執
行
の
実
効
性
に
影
響
を
与
え
な
い
ほ
ど

小
さ
い
と
は
ニ
Z

守
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
第
四
章
第
二
節
参
照
)

(
4
)
〈
色
町
V

J

q

混
同
M
R
H
白
押
立
山
・

(5)
冨
5
5
5
∞
三
回
目
立
口
円
〈
・
臣

m
g
g皇
内
。
B
宮
ロ
ア

a-
町
民

M
申M
-
M
沼市山(凶同町内町・

C
口
昌
〉
戸
申
告
)
・

(
6
)

。-M0・
吋
コ
明
-
M
色白昨日凶也市山・

第
二
節

市
場
力
判
断
の
実
際

第
一
款

市
場
力
な
し
と
さ
れ
る
市
場
占
有
率

市
場
力
の
飾
を
用
い
た
判
決
で
は
、
市
場
力
な
し
と
判
断
で
き
る
市
場

占
有
率
の
上
限
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
数
値
を
明
示
し
た
も
の
は
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
上
限
の
数
値
は
、
複
数
の
判
決
か
ら
帰
納
的
に
推
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
市
場
力
な
し
と
の
認
定
が
な
さ
れ
た
六
判

決
の
う
ち
五
判
決
で
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率
が
一
O
%
以
下
で
あ
る
の

で
、
少
な
く
と
も
一
O
%
以
下
で
あ
れ
ば
市
場
力
な
し
と
認
定
さ
れ
合
法

と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
下
で
は
、
具
体
的
に
合
法
と
な
っ
た
六
件
の
判
決
を
、
年
代
の
古
い

順
番
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
の
も
の
は
、
一
九
八
六
年
の
〉

a
g
o
g伺
判
決
で
あ
る
。
同
判

決
は
、

G
P
D
判
決
等
を
先
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
の
詳

細
は
第
一
款
で
述
べ
た
お
り
で
あ
る
。
第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
製

品
市
場
を
ピ

l
ル
、
地
理
的
市
場
を
サ
ウ
ス
ダ
ゴ
タ
州
に
と
り
、
被
告

(
l
)
 

富
三
四
円
の
市
場
占
有
率
を
一
九
・
一
%
と
算
定
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か

ら
去
三
R
は
市
場
力
を
有
し
な
い
の
で
シ
ャ

i
マ
ン
法
1
条
に
違
反
し
な

(2) 

い
と
判
示
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
唯
一
被
告
の
市
場
占
有
率
が
一
O
%
を

北法50(3・]50)542

越
え
た
例
で
あ
る
。

次
は
、
〈
曲
目
q
ロ
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
詳
細
は
第
二
款
で
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
第
七
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
製
品
市
場
を
蒸
留
酒

お
よ
び
ワ
イ
ン
と
し
て
、
被
告

m
g
m
m
E
Eち
5
F
E
ι
の
市
場
占
有
率
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は
、
地
理
的
市
場
を
大
都
市
圏
に
と
る
と
二
%
弱
、
イ
リ
ノ
イ
州
ま
た
は

全
国
に
と
る
と
二

1
一
一
一
%
と
算
定
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
市
場
力
を
持
(3) 

っ
と
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
の
数
字
に
も
届
い
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。

そ
の
次
の
河
存
。
事
件
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告

mユ
。

玄

gzpnzEm(U0・
(
以
下
、
同
州
事
。
)
は
、
自
動
洗
車
機
の
製
造
業
者
で

あ
る
。
同
社
は
、
製
品
を
、
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を
与
え
た
流
通
業
者
の

全
国
的
流
通
網
を
通
し
て
販
売
し
て
い
る
。
流
通
業
者
に
は
、

g、
宮
の

競
争
者
の
自
動
洗
車
機
の
販
売
を
禁
じ
て
い
る
。
大
口
の
購
入
者
に
は

河
可
ぎ
が
直
接
販
売
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
流
通
業
者
の
協
力
が
必
要

と
な
る
。
原
告

E
s
r
z
g凹
(
以
下
、

E
g
)
は
、
一
九
七
七
年
に

H
S
E
の
流
通
業
者
と
な
り
、
メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

に
ま
た
が
る
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を
割
り
当
て
ら
れ
た
。
回
目
白
ロ
は
、

ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
北
部
で
も
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
閉
州
事
。
は
こ
れ

を
契
約
に
違
反
す
る
と
し
て
禁
止
し
た
。
同
州
安
o
は
、
排
他
的
流
通
契
約

の
下
で
の

g、
宮
と
〈
色
ミ
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
宣
言
的
判
決
を
求

め
る
訴
え

2
2
-
R
a
o
q
吉
身
B
O
E
R
Eロ
)
を
ア
イ
オ
ワ
南
地
区
連
邦

地
裁
に
提
起
し
、
こ
れ
に
対
し
て
開
品

g
は
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
関

す
る
主
張
を
含
む
反
訴
を
提
起
し
た
。

第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
製
品
市
場
を
自
動
洗
車
機
と
し
た
う
え

で
、
男
『
宮
の
市
場
占
有
率
を
八
%
か
ら
一
O
%
の
関
と
認
定
し
、
こ
こ

か
ら
、
閉
山
可
宮
は
市
場
力
を
持
た
ず
、
シ
ャ

1
マ
ン
法
一
条
違
反
は
な
い

(4) 

と
判
決
し
た
。

つ
づ
く
玄
z
q
o宅
E
2
5
5
事
件
は
、
家
具
の
製
造
業
者
で
あ
る
被
告

d
M
O
s
a
i
-
-
m
g
s
E
B
E
E∞
丘
町
田
」
口
円
(
以
下
、
↓
E
g
g
s
-
E
が
、
原

告
で
あ
る
冨
E
司。宅

E
E門
巴
足
。
白

--2a-zn・
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の

ノ
l
ス
キ
ヤ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
安
売
り
業
者
に
、
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
の
設
置
を

要
求
し
、
責
任
地
域
の
外
で
広
告
宣
伝
す
る
こ
と
及
び
州
外
の
顧
客
に
商

品
を
見
せ
る
こ
と
な
く
販
売
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
た
め
、
こ
の
制
限
行

為
の
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
違
反
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で

は
、
裁
判
所
は
、
地
理
的
市
場
を
全
国
と
し
て
、

-dosai--m
の
市
場

占
有
率
を
、
木
製
家
具
に
つ
い
て
は
三
%
、
革
張
り
家
具
に
つ
い
て
は
一

(
5
)
(
6
)
 

%
で
あ
る
と
認
定
し
、
反
競
争
的
効
果
の
存
在
を
否
定
し
た
。

そ
し
て
、
次
の

E--3〆
事
件
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ

l
修
理
部
品
の
販
売

業
者
で
あ
る
被
告
者
宮
内
田
8
円〉

g
m
E
P
H
R
-
(以
下
、
要
旨
仏
8
『
)
が
、
製

品
の
卸
先
で
あ
る
木
材
伐
採
機
器
の
郵
便
注
文
に
よ
る
原
告
販
売
業
者

宮
Z3.ニ
ロ
ロ
・
(
以
下
、
∞
邑
忍
〆
)
に
、
販
売
員
を
雇
う
こ
と
な
ど
を
要

求
し
た
も
の
で
あ
る
。
回
島
町
、
聞
は
、
考
伊
豆
凹
O
円
の
制
限
行
為
は
シ
ャ

l

マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
と
し
て
提
訴
し
た
が
、
第
六
巡
回
区
控
訴
裁
判

所
は
、
地
理
的
市
場
を
全
国
と
し
て
、
被
告
の
チ
ェ
ー
ン
ソ

l
の
誘
導
板

と
鎖
の
こ
刃
の
市
場
占
有
率
を
そ
れ
ぞ
れ
五
%
、
八
%
と
認
定
し
、
合
法

北法50(3・151)543
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(7) 

と
判
断
し
た
。

(
l
)
E
S
U
E亡
。
∞
己

E
3
-∞・

(
2
)
ミ
・
白
己

3
・

(3)
〈比一白山〉∞
M
M
m
M仏
良
品
弘
、
円

(
4
)
卯一ユ円
0
・∞
N
ω
m
u
N己
記

-
M
M
M
ム
M
凶凶・

こ
の
判
決
で
は
、
地
理
的
市
場
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
関
連
市
場

(
E
2
8ご
出
向
宮
町
)
に
お
け
る
市
場
占

有
率
が
五

1
八
%
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
理
的
市
場
も
考

慮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(5)
冨

zg者
E
E円E
F
∞∞

ZU・
目
白
円
凶
邑
・

こ
の
控
訴
審
判
決
は
、
原
告
冨

E
C宅
E
E
E
B
が
本
案
で
あ

る
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
違
反
の
主
張
と
合
わ
せ
て
行
っ
た
、
被
告

4
Z
S恒
三
日
目
白
の
販
売
方
法
の
制
限
等
に
対
す
る
、
仮
差
止
命
令
の

申
し
立
て
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
差
止
命
令
を
得
る
た

め
に
、
冨
言
。
垣

E
E
g
m
は
、
本
案
で
勝
訴
す
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
の
疎
明
を
求
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
被
告
の
垂

直
的
制
限
が
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、

玄
ロ
司
。

=
E
2
5
5
判
決
は
他
の
市
場
力
の
飾
の
事
例
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
当
該
事
件
に
お
け
る

市
場
力
に
関
す
る
判
断
が
、
他
の
事
例
と
異
な
る
も
の
に
は
な
ら

な
い
と
恩
わ
れ
る
。
第
四
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
市
場
力
の
飾

さ
え
通
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
違
反
と
さ

れ
る
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

(6)
我
が
国
で
は
、
最
近
、
一
連
の
化
粧
品
販
売
庖
に
関
す
る
事
件

で
、
化
粧
品
製
造
業
者
が
販
売
業
者
に
対
面
販
売
を
義
務
づ
け
る

こ
と
が
、
市
場
の
競
争
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
か
否
か
が
問
題

と
な
っ
た
(
例
え
ば
、
資
生
堂
東
京
販
売
事
件
(
最
三
小
判
平
成

一
O
年
二
一
月
一
八
日
裁
判
所
時
報
一
二
三
四
号
三
頁
)

)

0

4

「
吉
田
信
託
}
ぽ
に
よ
る
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
叛
売
の
義
務
づ
け
は
、
こ
の

対
面
販
売
の
義
務
づ
け
と
競
争
に
与
え
る
影
響
が
類
似
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
冨
ロ
『
円
。
宅

E
B
E
B判
決
は
、
対
面
販
売
の
問

題
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う
。

(7)
切
包
-
m
u
¥
少
申
∞
品
明
-
N色
白

こ

O
M
O
L
C凶一
N

・
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第
二
款

市
場
力
あ
り
と
さ
れ
る
市
場
占
有
率

市
場
力
の
簡
を
用
い
た
判
決
の
中
で
、
市
場
力
あ
り
と
判
断
し
、
詳
細

な
市
場
分
析
に
入
っ
た
の
は
、

G
P
D
判
決
一
件
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事

件
で
、
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率
を
七
0
1

七
五
%
と
認
定
し
、
市
場
力
あ
り
と
判
断
し
た
。

以
下
で
、
こ
の

G
P
D
判
決
を
紹
介
す
る
。
本
款
で
は
、
事
実
の
概
要



と
市
場
占
有
率
の
認
定
の
部
分
の
み
を
紹
介
し
、
筋
通
過
後
の
市
場
分
析

は
第
三
節
で
取
り
扱
う
。

垂直的非価格制限事件における市場分析

[
事
実
の
概
要
]

犀

m
r
g『
唱
。

g
E
O
ロ
(
以
下
、

H
S
W
)

の
印
刷
製
品
部
は
、
印
刷
関
連
機

器
を
製
造
し
、
全
国
の
印
刷
美
術
(
明
名
窓
口
宣
明
)
市
場
に
こ
れ
を
供
給

し
て
い
る
。
こ
の
製
品
の
中
に
は
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
用
製
版
機
、
複
写

機
、
写
真
製
版
機
そ
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
機
器
が
含
ま
れ
る
。
同
お
}
内

は
、
こ
れ
ら
の
製
品
と
共
に
、
補
給
部
品
(
田
昌

15)
を
販
売
し
て
お

り
、
併
せ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
し
て
い
る
ο

販
売
の
約
三
分
の
一

が
機
器
類
の
も
の
で
あ
り
、
残
り
が
サ
ー
ビ
ス
と
補
給
部
品
の
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
以
前
、
ロ
兵
は
、
機
器
類
と
補
給
部
口
聞
の
流
通
を
、
自
前

の
販
売
組
織
(
一
一
一
一
の
直
販
を
行
な
う
支
宿
)
の
み
を
用
い
て
行
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
販
売
組
織
は
、
大
き
な
潜
在
的
市
場
を
持
つ
大
都
市
に

集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
都
市
部
の
顧
客
獲
得
は
比
較
的
う
ま
く
い
っ
て

い
た
o
H
R
r
は
、
こ
れ
ら
大
都
市
の
周
辺
部
で
の
販
売
を
増
や
す
た
め
、

一
九
七
五
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
間
に
、
自
前
の
販
売
組
織
と
独
立
系
流

通
業
者
に
よ
る
二
重
流
通
体
制
に
切
り
替
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

こ
の
二
重
体
制
の
下
、

H
g
r
は
、
各
支
広
の
販
売
活
動
を
、
そ
れ
が
設

置
さ
れ
た
都
市
か
ら
五
0
マ
イ
ル
以
内
に
制
限
し
た
。
全
国
の
残
り
の
地

域
は
、
事
務
用
機
器
製
造
業
者
協
会
(
切
開
玄
〉
)
作
成
の
販
売
活
動
地
域

区
分
を
用
い
て
分
割
し
、
こ
れ
ら
の
区
域
を
独
立
の
流
通
業
者
に
割
り
当

て
た
。
割
り
当
て
ら
れ
た
切
回
忌
〉
区
域
は
、
他
の
流
通
業
者
と
も
支
庖

と
も
重
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
の
よ
う
な
独
立
の
流
通
業
者
が

約
三
O
あ
り
、
こ
れ
ら
の
流
通
業
者
は
、
す
べ
て
他
の
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を

扱
う
印
刷
関
連
機
器
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
。

Q
e
E
n
p
c
a
E
2
0
2
5
F
E同
O
P
E
n
-
(以
下
、

G
P
D
)
は
、
一
九
七

五
年
七
月
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
と
サ
ウ
ス
キ
ヤ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
七
つ
の

盟
出
品
〉
区
域
の
独
占
流
通
権
(
念
日
S
E
Sロ
庄
司
)
を
得
、
上
記
の
す
べ
て

の
種
類
の
製
品
を
こ
こ
で
流
通
さ
せ
た
。

G
P
D
に
割
り
当
て
ら
れ
た
テ

リ
ト
リ

l
に
お
い
て
は
、
同
門
mr
は
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
用
製
版
機
の
潜
在

市
場
の
一

0
1
二
二
%
、
他
の
印
刷
関
連
製
品
の
潜
在
市
場
の
一

1
二

%

を
把
握
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

ロ
or
と

G
P
D
の
独
占
流
通
契
約
に
よ
れ
ば
、
こ
の
流
通
権
は
、
排
他

的
な
も
の
で
は
な
く
、
譲
渡
で
き
な
い
。

G
P
D
は
、
同
円
四
胃
の
製
品
を
再

販
売
の
た
め
に
購
入
し
、
こ
れ
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た

G
P
D
は
、
常
勤
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
を
二
人
、
常
勤
の

技
術
サ
ー
ビ
ス
員
を
二
人
雇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

G
P
D
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
区
域
内
で
そ
の
販
売
の
九
O
%
を
行
な
っ

北法50(3 .153) 545 
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，E
A

V

、、

ナ
h
A
H

一
O
%
は
同
月
刊
貯
の
ア
ト
ラ
ン
タ
支
屈
の
テ
リ
ト
リ
l
内
で
行
な
っ

た
。
ア
ト
ラ
ン
タ
支
庖
長
は
、
こ
の
よ
う
な

G
P
D
の
販
売
に
対
す
る

ロ
兵
の
姿
勢
に
不
満
を
訴
え
た
。
ま
た
、
ア
ラ
パ
マ
州
を
本
拠
と
す
る
流

通
業
者
の
テ
リ
ト
リ

l
内
に
い
る
顧
客
に
対
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

内
♀
島
宮
田
で
行
っ
た

G
P
D
の
販
売
行
為
に
つ
い
て
も
、
苦
情
を
申
し

立
て
た
o
H
8
w
は
、
一
方
当
事
者
が
九
O
目
前
に
文
書
で
通
知
す
る
こ
と

に
よ
り
契
約
を
解
消
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
独
占
流
通
契
約
に
基
づ
き
、

一
九
七
六
年
六
月
一
O
日
、

G
P
D
に
対
し
契
約
解
消
の
意
思
を
表
示
す

る
通
知
を
な
し
た
。

G
P
D
は、

一
九
七
七
年
五
月
に
こ
の
訴
訟
を
提
起
し
、
ロ
尖
の
地
域

制
限
は
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。

[
判
旨
(
市
場
力
の
儒
)
]

我
々
は
、
最
初
に
、
垂
直
的
制
限
を
争
、
つ
原
告
に
、
被
告
の
市
場
力
の

立
証
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
の
原
則
が
要
求
す
る
広
範
な
調
査

の
範
闘
を
狭
め
て
き
た
。

地
理
的
市
場
は
ア
メ
リ
カ
全
土
、
製
品
市
場
は
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
用
製

版
機
で
あ
り
、
被
告
の
市
場
占
有
率
は
七

0
1
七
五
%
で
あ
る
。
最
も
強

い
競
争
者
で
あ
る
〉
・
回
-
E
n
r
は
、
市
場
の
一
O
%
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、

残
り
の
二
O
%
を
そ
の
他
の
多
く
の
企
業
が
分
け
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

加
え
、

G
P
D
は
、
市
場
力
の
も
う
一
つ
の
主
要
な
基
準
で
あ
る
製
品
差

別
化
に
関
す
る
充
分
な
証
拠
を
提
出
し
た
。
同
門
刊
宵
の
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
用

製
版
機
は
、
当
時
市
場
に
あ
っ
た
い
か
な
る
製
品
よ
り
も
優
れ
て
い
た
。

以
上
よ
り
、
同
宮
宵
は
、
相
当
程
度
の
市
場
力
を
持
つ
。

北法50(3・154)546

第
三
節

市
場
力
の
飾
通
過
後
の
市
場
分
析

第

款

比
較
衡
量

市
場
力
の
簡
を
通
過
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
被
告
が
市
場
力
を
有
し
て

い
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
よ
り
詳
し
い
市
場
分
析
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
市
場
分
析
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
国
重
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
市
場
力
の
飾
が
、
被
告
の
市
場
占
有
率
が
小
さ
い
場
合
に
限
っ

て
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
飾
通
過
後
は
∞
三
〈

g
E判
決
の
基
本
形
に
一
戻
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

市
場
力
の
飾
通
過
後
の
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
に
つ

い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の
は
、

G
P
D
判
決
の
み
で
あ
る
。
同
判
決

に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「

G
P
D
は、

ror
の
市
場
力
の
立
証
に
成
功
し
た
後
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
市
場
構
造
が
、

価
格
に
関
す
る
競
争
圧
力
の
、
従
っ
て
消
費
者
厚
生
の
決
定
的
な
源
で
あ



垂直的非価格帯IJ限事件における市場分析

る
と
立
証
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

G
P
D
は
、
制
限
の
性
質

と
効
果
が
、
市
場
の
競
争
に
対
し
て
「
相
当
程
度
有
害
」
で
あ
る
こ
と
を

(
I
)
 

立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
勿
論
、
同
R
r
は
、
市
場
カ
を
有
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
垂
直
的
制
限
は
競
争
促
進
的
目
的
達
成
の
た
め
に
合
理

的
に
必
要
で
あ
り
、
制
限
の
影
響
は
競
争
促
進
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
。
「
我
々
は
、
こ
の
分
析
枠
組
を
本
件
に
適
用
し
、
第
一
に
、

ブ
ラ
ン
ド
間
市
場
構
造
の
観
点
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
消
費
者
厚
生

(2) 

に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
o
」
次
に
、
同
四
件
の
制
限
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド

(3) 

間
競
争
に
与
え
る
競
争
促
進
的
効
果
の
有
無
を
調
べ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争

促
進
効
果
を
比
較
衡
量
し
た
事
例
は
な
い
。
市
場
力
の
飾
を
通
過
し
た
唯

一
の
事
例
で
あ
る

G
P
D事
件
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞

の
比
較
衡
量
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
件
で
は
、

ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
は
認
定
さ
れ
た
が
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進

効
果
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の
比
較
衡
旦
一
旦
の
中

の
衡
且
一
塁
に
至
る
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
原
告
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争

制
限
か
ら
生
ず
る
反
競
争
的
効
果
の
立
証
、
お
よ
び
被
告
に
よ
る
ブ
ラ
ン

ド
間
競
争
促
進
効
果
の
立
証
の
具
体
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
に
第
二

款
で
、

G
P
D
判
決
の
市
場
力
の
飾
通
過
後
の
市
場
分
析
を
紹
介
し
、
そ

の
後
第
三
款
お
よ
び
第
四
款
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
証
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

(
1
)
。
苫
)
ゆ
吋
コ
明
M【
同

a
s吐い
w-

(
2
)
E
-

(
3
)
G
P
D
判
決
で
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
市
場
力
の
飾

通
過
後
の
市
場
分
析
に
お
い
て
も
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞

の
比
較
衡
量
を
回
避
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

脚
注
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
裁
判
所
の
姿

勢
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
市
場
カ
の
飾
を
通
過
し
た
場

合
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
的
効

果
と
の
「
体
系
づ
け
ら
れ
た
比
較
」
を
行
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
体
系
づ
け
ら
れ
た
比
較
」
に
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド

間
の
比
較
衡
量
を
用
い
て
も
よ
い
が
、
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
体
系
づ
け
ら
れ
た
比
較
は
、
制
限
行
為
の
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
に
与
え
る
影
響
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
与
え
る
影

響
を
天
秤
に
か
け
る
こ
と
を
、
必
ず
し
も
含
む
も
の
で
は
な
い
。

最
高
裁
は
、
そ
の
よ
う
な
衡
量
の
過
程
に
存
在
す
る
困
難
に
注
意

を
払
っ
て
い
た
。
」
(
。
司
0
・
ゴ
寸
同
区
忠
広
三
口
一
戸
)

そ
の
上
で
、
同
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
、
比
較
衡
量
を
回
避

で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
裁
判
所
日
く
、
「
合
理
の
原
則
の
下
で
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は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
を
伴
う
ブ
ラ
ン
ド
関
市
場
の
状
況

(ng布
三
)
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
比
較
衡
量
分
析
の
方
法
を

用
い
ず
に
、
全
体
的
競
争
(
。
〈
四
円
色

g呂田
M

町
長
芯
ロ
)
に
対
す
る
影

響
の
認
定
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
(
。
司
0
・
斗
コ

明
M

仏
町
民
同
凶
斗
戸
口
一
∞
・
)
。

第
二
款

G
P
D判
決
の
市
場
分
析

l 

制
限
の
目
的

以
下
の
事
実
か
ら
、
被
告
に
は
反
競
争
的
意
図
が
存
在
し
た
こ
と
が

認
定
で
き
る
。
川
回
同
mw
の
前
任
の
販
売
支
配
人
民
。
-z呂
田
耳

0
5
の
証

一
一
首
|
|
支
庖
と
流
通
業
者
に
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を
割
り
当
て
た
目

的
は
、
こ
れ
ら
の
間
の
競
争
を
な
く
す
た
め
。
間
流
通
業
者
へ
の
覚
書

(
州
政
府
調
達
の
入
札
の
配
分
体
制
に
つ
い
て
)
|
|
支
庖
と
流
通

業
者
、
支
宿
同
士
、
流
通
業
者
同
士
の
競
争
を
避
け
る
の
が
目
的
。

ω

地
区
支
配
人
の
手
紙

(
G
P
D
が
、
ア
ト
ラ
ン
タ
支
店
を
出
し
抜
い
て
、

低
価
格
を
武
器
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
教
育
省
へ
の
印
刷
機
の
販
売
を
獲
得

し
た
こ
と
に
つ
い
て
)
|
|
「

(
G
P
D
の
)
テ
リ
ト
リ

l
違
反
は
、

直
接
販
売
に
広
汎
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
・
:
こ
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、

す
べ
て
の
取
引
を
受
注
す
る
た
め
に

(
E
o
a
2
8
ぜ
ち
・
同
町
四
円
。

E

。丘町同

Q
E
U
)
、
我
社
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
悪
く
す
る
こ
と
も
辞
さ
な

か
っ
た
。
:
・
南
地
区
に
お
い
て
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
活
動
が
活
発
化
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
直
接
間
接
の
販
売
と
の
そ
の
よ
う
な
摩
擦
は
回
避
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
(
括
弧
内
筆
者
)
凶
宮
w
の
副
社
長
岡
山

maa

の
証
言
|
|
こ
の
販
売
体
制
は
、
実
行
さ
れ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競

争
を
完
全
に
排
除
す
る
。

2

ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果

ω同門
mw
ア
ト
ラ
ン
タ
支
庖
の
割
り
当
て
地
域
に
お
い
て
は
、
テ
リ
ト
リ
ー

外
の
流
通
業
者
と
当
該
支
庖
の
競
争
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
根
拠
は
以
下
の
と
お
り
。

同
G
P
Dは
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
教
育
省
へ
の
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
機
供

給
契
約
で
、
ア
ト
ラ
ン
タ
支
庖
よ
り
安
い
入
札
価
格
を
つ
け
た
。
川

テ
リ
ト
リ

i
違
反
が

G
P
Dと
の
契
約
解
除
の
原
因
。
例

G
P
Dと

の
協
定
解
消
後
、
少
な
く
と
も
一
一
度
に
渡
り
、

G
P
D
は
、
宮
w
よ

り
安
値
を
付
け
、
契
約
を
勝
ち
取
っ
た
。

ω以
下
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
で
、

G
P
D
の
排
除
は
、
ブ
ラ
ン
ド

内
サ
ー
ビ
ス
価
格
に
対
す
る
競
争
圧
力
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
本
件

で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
サ
ー
ビ
ス
競
争
は
な
い
の
で
、
ブ
ラ
ン
ド
内
の

サ
ー
ビ
ス
価
格
競
争
が
消
費
者
厚
生
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
。

判
一
時
間
当
た
り
の
サ
ー
ビ
ス
料
は
、

G
P
D
が
一
九
ド
ル
、
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目
白
骨
は
三
二
ド
ル
ま
た
は
三
二
ド
ル
五
0
セ
ン
ト
。
川
サ
ー
ビ
ス
は
、

同
月
四
貯
の
販
売
地
域
の
組
織
化

(
m
m
E
o
a
s
-
N
R
5ロ
)
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
収
入
の
一

0
1
二
O
%を
占
め
る
。
こ
れ
は
販
売
の
内
で

利
鞘
の
最
も
大
き
い
部
分
で
あ
り
、
収
益
に
大
き
く
影
響
し
た
。

間
以
下
の
二
つ
を
考
慮
す
る
と
、
厚
相
宵
の
ブ
ラ
ン
ド
関
市
場
力
は
大
き

い
と
い
え
る
。

例
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
制
限
の
反
競
争
的
効
果
を
最
小
化
す
る

こ
と
に
お
い
て
は
、
市
場
占
有
率
が
重
要
で
あ
る
。
川
問
問
g
r
は
製
品

差
別
化
を
行
っ
て
お
り
、
製
品
差
別
化
が
強
い
場
合
、
流
通
業
者

に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
重
要
性
は
大
き
く
な
る
。

困
問
符
が
大
き
な
市
場
力
を
有
す
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
は
、
価
格
競
争
圧
力
の
重
要
な
源
泉
で
あ
り
、
ブ

ラ
ン
ド
内
競
争
を
完
全
に
排
除
す
る

rmw
の
地
域
制
限
体
制
は
、

価
格
競
争
と
消
費
者
厚
生
に
悪
影
響
を
与
え
る
。

競
争
促
進
効
果

以
下
の
理
白
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
立
証
は
な
い
。

川同
g
r
に
よ
る
地
域
制
限
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
範
囲
の
改
善
と
い
う
目
的

を
達
成
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
と
の
立
証
が
な
い
。

制
G
P
D
は
、
二
人
の
常
勤
サ
ー
ビ
ス
用
員
を
一
雇
一
っ
て
い
た

(
G

P
D
の
サ
ー
ビ
ス
主
任

F
E
Eロ
の
証
言
)
0

従
っ
て
、
適
切
な
サ
l

3 

ピ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う

r
m
w
の
目
的
は
、

G
P
D
を
流
通
業
者

に
す
る
こ
と
で
達
成
で
き
る
。
川
間
目
白
骨
の
製
品
を
、
適
切
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
地
域
で
の
み
販
売
し
た

(
N
E
R
g
の
証
言
)
。
例

顧
客
が

G
P
D
の
サ
ー
ビ
ス
に
不
満
を
持
っ
た
と
の
立
証
が
な
い
。

凶
G
P
D
が
試
み
た
種
の
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
、
問
問
白
骨
の
支
庖
が
活
動

(
l
)
 

し
て
い
な
い
地
域
の
市
場
ヘ
ロ
兵
製
品
の
浸
透
を
妨
げ
る
と
の
立

証
が
な
い
。

制

G
P
D
は
、
割
り
当
て
地
域
で
適
切
に
活
動
し
て
い
る
。
ま

た
、
地
域
制
限
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
確
実
に
す
る
た
め
に
必

要
で
は
な
い

(
N同

R
S
の
証
言
)
o

川

G
P
D
と
の
契
約
を
解
消
し

た
理
由
は
、

G
P
D
の
テ
リ
ト
リ

l
外
販
売
と
テ
リ
ト
リ
l
内
で

の
特
に
不
適
切
と
は
い
え
な
い
行
為
に
あ
っ
た
。

以
上
よ
り
、

E
m
w
に
よ
る
地
域
制
限
は
競
争
に
対
し
相
当
程
度
の
有
害

な
効
果
を
持
ち
、
違
法
で
あ
る
。

(1)
市
場
浸
透
(
自
民
自
白
門
官

5
5
2
0口
)
と
は
、
「
た
と
え
ば
、
特
定

製
品
が
特
定
市
場
で
購
入
さ
れ
る
度
合
」
で
あ
る
(
長
谷
川
啓
之

編
『
(
新
版
)
英
和
経
済
用
語
辞
典
』
(
富
士
書
房
・
一
九
九
五
年
)

四
一
九
頁
)
。
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第
三
款

反
競
争
的
効
果
の
立
証

こ
こ
で
は
、

G
P
D
判
決
の
市
場
カ
の
飾
通
過
の
市
場
分
析
に
お
い
て
、

い
か
な
る
事
実
に
基
づ
き
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
制
限
か
ら
反
競
争
的
効

果
が
生
じ
て
い
る
と
の
認
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
れ
は
、
垂
直
的
制
限
を
行
っ
た
者
が
市
場
カ
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
行
わ
れ
る
。

3-〈
g
u
判
決
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ド

内
市
場
力
を
抑
制
す
る
の
に
十
分
な
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
存
在
し
な
い
状

態
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
消
費
者
厚
生
に
と
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
重

要
と
な
る
。

反
競
争
的
効
果
認
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
点
に
注
目

す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

第
一
点
は
、
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
、
反
競
争
的
効
果
の
認
定

に
は
、
現
実
に
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
立
証
が
必

要
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
垂
直
的
制
限
は
、
向
一
の
ブ
ラ
ン
ド
品
を

販
売
す
る
複
数
の
事
業
者
の
行
動
に
制
限
を
課
す
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判

所
は
、
こ
れ
の
み
で
は
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
減
殺
さ
れ
て
い
る
と
は
認
定

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

G
P
D
判
決
は
、
富
5
5耳
切
g
g
o
判

決
を
例
に
挙
げ
て
、
垂
直
的
制
限
を
課
す
こ
と
と
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制

(
l
)
 

限
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

玄
E
O
E
E
切

E
S
5
事
件
は
、
流
通
業
者
が
小
売
業
者
に
対
し
て
垂
直

的
制
限
を
課
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
売
業
者
が
激
し
い
ブ
ラ
ン
ド
内

競
争
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
テ
レ
ビ
の
製
造
業
者
で

あ
る

N
m
E寄
河
邑
宮
内
C
号
(
以
下
、

N
g喜
)
の
公
認
の
流
通
業
者
で
あ

る
叶
宮
∞
席
者
皇
内
O

(

以
下
、

2
9
5良
)
が
、
自
己
の
テ
リ
ト
リ

l
内
の

小
売
業
者
玄
ロ
2
2
2
回

g
g
o
z
n
-
(以
下
、

Z
5
5寄
回

E
Sロ
伺
)
と

出向『

S
H
J〈
・
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
を
緩
和
す
る
た
め
、
両
者
に
異
な

る
種
類
の

E
E任
テ
レ
ピ
を
販
売
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
で
は
、

宮
5
5
8『
回

E
S白
は
、
的
同
町
君
主
が

Z
m
B『
叶
・
〈
‘
に
は
販
売
し
て
い
た
が

宮
口
市
口
忠
角
田

g
g
o
に
対
し
て
は
販
売
を
拒
絶
し
た

T
モ
デ
ル
を
、
他
の

流
通
経
路
か
ら
入
手
し
、
国
忠
臣
司
、
同
〈
・
と
激
し
い
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
実
際
に
は
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
合
法
と
な
っ
た
。

確
か
に
、
垂
直
的
制
限
が
課
さ
れ
て
い
て
も
、
流
通
業
者
が
こ
れ
を
遵

守
せ
ず
、
実
際
に
は
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
被
告
が
原
告
に
垂
直
的
制
限
を
課
し
て
い
る
と

い
う
事
実
の
み
か
ら
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
が
推
定
さ
れ
な
い

と
す
る
と
、
立
証
に
掛
か
る
原
告
の
負
担
は
大
き
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
証
拠
提
出
責
任
の
分
配
と
し
て
は
、
原
告
が
、
垂
直
的
制
限
が
課
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
る
事

実
の
立
証
は
、
被
告
の
抗
弁
事
実
の
立
証
と
し
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
選

択
肢
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

G
P
D
判
決
の
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
採

垂直的非価格制限事件における市場分析

用
し
な
か
っ
た
。

注
目
す
べ
き
第
二
の
点
は
、

G
P
D
判
決
が
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制

限
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
間
の
サ
ー
ビ
ス
価
格

競
争
の
有
無
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

G
P
D
を
始
め
と

す
る

zrの
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
印
刷
関
連
機
器
の
販
売
に
合
わ
せ
て
補

給
部
口
聞
の
販
売
お
よ
び
販
売
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
、
通
常
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
と
言
え
ば
、
製
品
本
体
の
販
売
競

争
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
で
は
、
本
体
の
販
売
競
争
に
つ

い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
に
お
け
る
機
器
本
体
の
販
売
競
争
が
な
く
て
も
、

部
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
の
競
争
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
は
利
益
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
の
「
『
消
費
者
は
、
よ
り
多
く
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
消
費
者
厚
生
の
源
泉
で
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
内
の

選
択
を
否
定
さ
れ
れ
ば
、
制
限
行
為
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
。
し
か
し
、

(
制
限
行
為
が
あ
っ
て
も
)
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
が
増
加
す
れ
ば
、

(2) 

利
益
を
受
け
る
。
』
」
(
括
弧
内
は
、

G
P
D
判
決
を
書
い
た
君
。
oa
判
事
)

推
測
す
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
、
修
理
部
品
や
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
競
争

は
、
機
器
本
体
の
ブ
ラ
ン
ド
内
で
の
販
売
競
争
と
同
程
度
の
競
争
上
の
利

益
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
1
)
C司
0
・
寸
コ
同

M
a
回
二
凶
、

X
P
N凶・

(
2
)
忠
-
a
Gゴ

(
C
E
E
m
F
E
Z
-
G刊
号
室
-
呂
町
公
む
さ
同
『
凡
同
戸
、
同

〉
え
て
ね
苫
門

2
3
』叫
H
H
}
~
b
z
h
H
H
Sお
同
。
「
』
=
句
、
A
S
3白
書
出
河
内
句
句
、
b
S
H
h
~
、曲、
H
a
a
号
、
hhJ
口

、世、悼む
~
y
h
h
h・
戸
市
w

∞
-uc穴
開

F
'
H・
品
目
、
可
込
凶
喧
)
・

第
四
款

ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
立
証

こ
こ
で
は
、

G
P
D
判
決
に
お
け
る
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
立

証
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
存
在
は
、

第
一
款
で
紹
介
し
た

G
P
D
判
決
の
判
示
か
ら
、
反
競
争
的
効
果
あ
り
と

の
推
定
を
覆
す
た
め
に
、
被
告
が
主
張
立
証
す
べ
き
事
実
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

G
P
D
事
件
は
、
被
告
官
庁
が
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効

果
の
立
証
に
失
敗
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
か
ら
ブ
ラ
ン
ド
問
競

争
促
進
効
果
認
定
の
枠
組
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

そ
の
枠
組
と
は
、
地
域
制
限
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
地
域
の
拡
大
ま
た
は
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域
外
市
場
へ
の
浸
透
促
進
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間

競
争
促
進
効
果
あ
り
と
認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

次
の
よ
う
な
被
告
と
裁
判
所
の
や
り
と
り
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
被

告

H
S
r
は
、
同
被
告
の
制
限
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
を
有

す
る
根
拠
と
し
て
、
厳
格
な
地
域
制
限
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
範
囲
を
改
善
す

る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

G
P
D
が
試
み
た
種
の
ブ
ラ
ン
ド

内
競
争
が
、
同
B
W
製
品
の

row
の
支
庖
が
活
動
し
て
い
な
い
地
域
の
市
場

(
以
下
、
域
外
市
場
)
へ
の
浸
透
を
妨
げ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
主
張
の
内
容
が
事
実
で
あ
れ
ば
プ
ラ
ン

(
l
)
 

ド
間
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
件
で
は
、

宮
停
の
地
域
制
限
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で

は
な
い
と
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進
効
果
の
存
在
を
否
定
し
た
。

(
1
)
。
MV0・吋コ同
U
M
島
民

H
M
凶吋い凶同∞ロ・凶凶・

第
四
章

多
要
素
考
慮
型
の
判
決

本
章
で
は
、
多
要
素
考
慮
型
の
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
分
析

枠
組
み
を
採
用
す
る
の
は
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
と
第
九
巡
回
区
控

訴
裁
判
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
章
で
は
、
後
述
す
る
理
由
で
、
第
二
巡

四
区
の
回

zaq判
決
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

多
要
素
考
慮
型
に
分
類
し
た
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、
市
場
カ
の
備
の

よ
う
な
整
理
さ
れ
た
分
析
枠
組
で
は
な
い
。
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に

お
い
て
形
成
さ
れ
た
分
析
枠
組
と
矛
盾
し
な
い
市
場
分
析
を
行
っ
て
い
る

巡
回
区
の
判
決
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
一
つ
の
類

型
と
し
て
括
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
一
定
の
共
通
性
を
持
つ
と
言

う
こ
と
が
で
き
、
市
場
力
の
飾
と
対
置
さ
れ
る
判
例
の
流
れ
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
市
場
分
析
の
枠
組
は
、
市
場
力
の
簡
に

対
し
て
劣
勢
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
複
数
の
控
訴

裁
判
所
に
お
い
て
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

節

第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決

第

款

市
場
分
析
の
枠
組

第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、
旧
い
順
に
穴
四
回
同

g
Z
E
B判
決
、

H
&
B
判
決
、
。
刊

-
m
g
判
決
、
閉

N
-
a
E
S
o
E
判
決
、
内
向
日
目
。
ロ
富
田
口
'

窓
口
町
判
決
お
よ
ぴ
豆

g含
-
o
g
R
判
決
で
あ
る
。

第
五
巡
回
区
の
分
析
枠
組
は
、
被
告
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
が
反
競
争

的
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
原
告
に
、
」
ブ
ラ
ン
ド
間
競
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垂直的非価格制限事件における市場分析

争
に
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使
を
抑
止
す
る
力
が
な
い
こ
と
の
立
証
を

求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
分
析
枠
組
を
明
示
し
た
の
は
、
円
リ
包
問
。
ロ
忍
白
n
E
S
判
決
、

玄
g品
o
g
iお
判
決
お
よ
び
刃
向
島

U
E
g
E
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判

(
1
)
 

決
は
、

g
z
g
u判
決
の
脚
注
一
九
に
基
づ
い
て
、
こ
の
枠
組
を
採
用
し

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
富

ge-c岳
N

判
決
で
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
お
け
る
あ
る
程
度
の
減
少
を
推
定
で
き
る

と
し
て
も
、
市
場
へ
の
影
響
が
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

我
々
は
、
こ
の
市
場
に
お
け
る
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
を
調
べ
な
け

(
2
)
 

れ
ば
な
ら
な
い
よ
そ
の
理
由
と
し
て
、
脚
注
一
九
を
引
用
し
て
、

百
三
〈

g
s判
決
で
最
高
裁
判
所
が
認
め
た
よ
う
に
、
「
消
費
者
に
は
、

別
の
ブ
ラ
ン
ド
の
同
種
の
製
品
に
乗
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
』
、

ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
は
、
『
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使
を
抑
制
す
る
』
」
と

(3) 

述
べ
た
。

こ
の
三
つ
の
事
件
は
、
い
ず
れ
も
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
存
在
を
推
定
さ

せ
る
証
拠
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
原
告
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ブ
ラ

ン
ド
問
競
争
に
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使
を
抑
止
す
る
力
が
な
い
こ
と

立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
の
事
件
の
原
告
も
こ
の
立
証
に

失
敗
し
て
い
る
。

一
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

m
E
E
E
5
E
判
決
を
見
る
。
こ
の

事
件
で
は
、
工
業
用
ガ
ス
製
品
の
製
造
業
者
で
あ
る
亡
宮
E
n
R
Z
E
n

向
。
号
。

g
g
=
(以
下
、
巴
』
Z
E
)

が
、
原
告

H
N
a
o
g
B
Cロ
仏
国
E宅
qeHEn-

(
以
下
、

m
E
U
5
5
2
8
を
含
む
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
地
区
の
流
通
業
者

に
課
し
た
地
域
顧
客
制
限
が
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
か
否
か

が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
存
在
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

被
告
の
垂
直
的
制
限
に
は
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進
効
果
が
あ
る
こ
と
が
認

定
さ
れ
た
。

相
当
程
度
の
e
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
事

(
4
)
 

実
を
考
慮
し
た
市
場
構
造
分
析
か
ら
認
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
川
製
造

業
者
及
、
び
工
業
用
ガ
ス
製
品
の
供
給
者
は
七
社
あ
り
、
市
場
内
で
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
流
通
業
者
は
多
数
存
在
す
る
こ
と
、
間
製
品
自
体
非
常
に

同
質
的
で
あ
り
、
他
の
ブ
ラ
ン
ド
の
製
品
と
の
代
替
性
が
高
い
こ
と
、
お

よ
び

ωE』
E
E
は
業
界
の
最
大
手
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

更
に
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
を
次
の
よ
う
に
認
定
し
た
。
「
各

製
造
業
者
の
製
品
は
、
実
質
的
に
構
造
上
違
い
が
な
い
の
で
、
企
業
が
競

争
を
す
る
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
が
重
要
と
な
る
。

E
吉
区
は
、
そ
の
各
流
通

業
者
に
特
定
の
地
域
と
顧
客
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
業
者

が
よ
り
効
率
的
に
顧
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

E
S
E
E

北法50(3・161)553 



研究ノート

(5) 

製
品
の
需
要
が
増
え
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

(
6
)
 

そ
し
て
、

U
S
E田
〈
・
〉
ロ
史
認

}
E
E
e
B
g己
ロ
ロ
・
事
件
控
訴
審
判
決
が

♂
ぞ
8
5
判
決
の
脚
注
一
九
の
内
容
を
敷
術
し
た
、
「
最
高
裁
は
、

n
o
E忠
良
弘
司
〈
・
判
決
で
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
縮
小
は
ブ
ラ
ン
ド
問
競
(7) 

争
が
あ
る
限
り
:
・
有
害
で
な
い
と
認
め
て
い
る
」
と
い
う
叙
述
に
基
づ
き
、

原
告
の
立
証
活
動
は
反
競
争
的
効
果
を
立
証
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と

-V
れ~。原
告
が
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使
を
抑
止
す

る
こ
と
の
立
証
に
失
敗
し
た
場
合
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
制
限
の
強
弱

は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
ず
に
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と
判
断
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
玄

g
母
z
i
R
判
決
お
よ
び
内
包
8
ロ
玄
白

n
E
S
判
決
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

z
g
e
s
t
R
事
件
は
、
ビ
ー
ル
製
造
業
者
で
あ
る
被
告
〉

E
-志

向

g
a
p
s官
ミ
(
以
下
、

2
0
g
)
が
、
原
告
玄

gRW-ciR
を
含
む
ビ

ー
ル
の
流
通
業
者
に
課
す
地
域
制
限
は
、
テ
リ
ト
リ
l
外
販
売
を
禁
止
し
、

流
通
業
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
下
流
に
い
る
卸
売
業
者
と
小
売
業
者
を
も

拘
束
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
厳
格
な
制
限
で
あ
る
。

し
か
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
を
示
す
証
拠
が

不
十
分
で
あ
る
の
で
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使

を
抑
止
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と

判
断
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
関
連
市
場
内
で
、

p
o
a
の
他
、
回

E
E

垣
包
由
民
、
印
n志向
N

、
戸
。
口
開
印
門
問
、
去
三
叩
司
、
同

ME--な
ら
び
に

E
E出
町
内
の
ビ
ー

ル
、
お
よ
び
多
種
類
の
輸
入
ピ

l
ル
に
よ
る
激
し
い
競
争
が
行
わ
れ
て
い

た
の
で
、
判
決
本
文
に
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
裁
判
所
は
、
こ
の
激

し
い
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
問

競
争
へ
の
影
響
を
示
す
証
拠
が
必
要
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

円リ邑
8
固
定
R
E
E
m
事
件
で
は
、
工
作
機
械
旋
盤
の
製
造
業
者
で
あ
る

被

告

〉

B
E
n
g叶
doorzn・
(
以
下
、
〉

B
E
E
S
は
、
原
告
。
号
。
=
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富田

nESHoo-乙
口

n-
を
含
め
た
流
通
業
者
に
、
排
他
的
テ
リ
ト
リ
ー
を

与
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
の
制
限
は
比
較
的
強
い
事
例

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
で
も
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
与
え
る

影
響
は
考
慮
さ
れ
ず
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
原

告
が
立
証
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と

判
断
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
被
告
〉
5
2
8ロ
の
市
場
占
有
率
は
一

O
%
で
あ
り
、
同
社
に
は
多
数
の
競
争
相
手
が
存
在
す
る
こ
と
が
認
定
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
裁
判
所
の
判
断
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
同
g
Bロ
E
E
B
判
決
と
ロ
巳
型
。
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
も
、

m
a
g回
目
。
邑
判
決
な
ど
の
三
判
決
と
同
様
の
枠
組
を
用
い

て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
内
向
寄
与
注
目
判
決
と
り
立

E
C
判
決

は
、
被
告
の
垂
直
的
制
限
に
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進
効
果
あ
り
と
し
て
合



法
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
関

係
へ
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
促
進
効
果
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力

を
抑
止
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と
判

(8) 

断
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

垂直的非価格制限事件における市場分析

(
1
)
内
。
口
早
口
町
ロ
冨
}
↓
・
〈
・
』
ロ
n-
〈
。
叶
開
印
M
L
〈

mwEPEn-h一口

C-
臼
凶
a
・2

p
-
唱(-唱斗吋)・

唱。旬。

P
S
に
よ
れ
ば
、
脚
注
一
九
は
配
分
的
効
率
性
の
基
礎
的

概
念
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
「
そ
の
中
心
と
な
る
理
論
は
:
・
古
典

的
な
シ
カ
ゴ
学
派
の
前
提
に
由
来
し
て
い
る
」
。
「
そ
の
前
提
と
は
、

企
業
は
自
己
の
効
率
性
を
最
大
化
し
よ
う
と
行
為
し
、
下
流
の
流

通
地
点
で
獲
得
さ
れ
る
過
剰
利
潤
を
不
合
理
に
誘
導
し
た
り
は
し

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
よ
こ
の
考
え
方
は
、
「
市
場
力
は
も
ろ

い
も
の
で
、
法
的
措
置
(
-
お
と

R
E口
)
よ
り
も
競
争
圧
力
に
よ
っ

て
:
・
よ
り
効
果
的
に
散
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
」
に
基

づ
い
て
い
る
。
(
冨
-
r
E
8
3ロ
刊
句
。
宮
内
田

S
h
F
玄白
H
r
m
・-ν0
唱え田

S-

-N25~
河内

h
R
E
S
H
-
E
Z
E
噴き
~
p
g内
耳
目
‘
言
問
コ
昌
弘
号
、

E

P
R
H
E
w
w
S
号
、
。
hH-MXSZE

。可Hpbho匂
〉
色
〉
Z
4口d
河口

2

F-H
・叶一也
w

斗一志(】唱。品)・)

(
2
)
Z
E円
H
O
S
S
R
-
a
B
明
記
白
ユ
示

(
3
)
H
A
 

(
4
)
印
三
〈

g
E
差
戻
控
訴
審
判
決
は
、

m
a
U
5
5
0
E
判
決
の
行
な

っ
た
こ
の
分
析
を
、
市
場
構
造
分
析
で
あ
る
と
述
べ
た
。

(
5
)
河
内
【
目
。
E
B
O出
子
か
回
、
吋
同
U-N品
目
出
回
O
O
A
W
-

(6)
ロ白
E
m
z
d子
〉

口

出

向

mo--凶
』
己
壱
呂
町
三
唱
En--
凶唱(}明
-
M
色
ご
】
(
凶
門
町
内
町
・

-唱斗唱)・

(
7
)
m
o
a
U
E
8
0ロ
ι
b
M
叶
明
-
N仏
国

H
5
0凶・

(
8
)
H
&
B
判
決
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
、
シ
ャ

i
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
分
析
枠
組
の
抽
出
に
は
使
え
な
い
。

第

款

市
場
力
の
筋
と
の
比
較

第
五
巡
回
区
の
市
場
分
析
の
枠
組
に
は
、
市
場
力
の
飾
と
共
通
す
る
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率
が
小
さ
い
場
合
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・

ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
を
行
わ
ず
に
、
反
競
争
的
効
果
の
有
無
を
判
断

す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
も
に
、
困
難
な
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
間
の
比

較
衡
量
を
少
し
で
も
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く

の
場
合
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と
さ
れ
る
点
で
、
市
場
力
の
飾
と
類
似
し

て
い
る
。

北法50(3・163)555

実
際
の
と
こ
ろ
、
第
五
巡
回
区
の
事
件
は
、
い
ず
れ
も
、
被
告
の
市
場

占
有
率
が
比
較
的
小
さ
い
、
ま
た
は
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
円

U
E
8ロ
富
民
窓
口
開
事
件
で
は
約
一

O
%、
F
E
E
S
o
E
事

件
で
は
、
市
場
占
有
率
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
被
告
の
競
争
業

者
が
六
社
あ
り
、
被
告
は
業
界
の
最
大
手
で
は
な
い
。
ま
た
、
玄

gt

号-。丘四
N

事
件
お
よ
び

u
a
E
o
事
件
で
は
、
被
告
は
同
じ
〉
号
-
志
向

g
a

ss-vg可
(
以
下
、
。
。
。
円
閉
)
で
あ
り
、

n
g
aは
業
界
第
五
位
で
、
市
場

で
は
園
内
の
ピ

l
ル
製
造
業
者
六
社
の
製
品
と
輸
入
ビ

i
ル
が
激
し
い
競

争
を
行
っ
て
い
る
。

第
五
巡
回
区
の
分
析
枠
組
と
市
場
力
の
簡
の
相
違
は
、
判
断
の
柔
軟
性

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
五
巡
回
区
の
分
析
枠
組
で
は
、
市
場
分
析
の
最

初
か
ら
、
訴
訟
当
事
者
が
主
張
す
る
複
数
の
事
実
を
考
慮
す
る
の
で
、
被

告
の
市
場
占
有
率
が
小
さ
い
場
合
で
も
、
反
競
争
的
効
果
あ
り
と
判
断
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
市
場
力
の
飾
は
、
被
告
の
市
場

占
有
率
が
小
さ
い
場
合
、
反
証
の
余
地
な
く
反
競
争
的
効
果
な
し
と
認
定

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
は
、
市
場
力
の
飾
よ
り

も
複
雑
な
市
場
分
析
と
な
る
が
、
市
場
力
の
飾
が
見
落
と
す
で
あ
ろ
う
事

件
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

被
告
の
市
場
占
有
率
が
大
き
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
五
巡
回
区
に
実

例
が
な
い
の
で
、
比
較
の
し
ょ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
市
場
占
有
率
が
大

き
く
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
行
使
を
押
さ
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
市
場
力
の
飾
と
同
様
、

s
z
g
g

判
決
に
立
ち
返
り
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
且
一
患
を
行
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

北法50(3-164)556

第

款

第
九
巡
回
区

第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
分
析
枠
組
は
、
第
五
巡
回
区
の
も
の
と
同

様
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
検
討
に
は
多
く
の
紙
数
を
必
要
と
し
な
い
の

で
、
本
節
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、
古
い
方
か
ら
の
。
三
ヨ
判
決
、

ど
τss差
一
民
控
訴
審
判
決
、

J
B
L
判
決
、
。
∞
・
内
・
《
U
0
6
・
判
決
お
よ
び

(I) 

冨
E
弓
喜
判
決
で
あ
る
。

第
九
巡
回
区
で
は
、
第
五
巡
回
区
の
よ
う
な
脚
注
一
九
に
基
づ
く
判
示

は
見
ら
れ
な
い
が
、
【
U
O
三
ミ
判
決
お
よ
び
窓
口

G
S
判
決
か
ら
、
第
五

巡
回
区
と
同
様
の
分
析
枠
組
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

円U
。
呈
ミ
事
件
は
、
空
気
タ
ー
ビ
ン
の
製
造
業
者
で
あ
る
寄
申
込

g

同
ロ
皆
目
円
丘
町
田
岡
ロ
ロ
・
(
以
下
、
回
同
白
色
町
己
)
が
、
口
長
。
ロ
り
の
C
耳
目
白
河
(
以
下
、

の。宅

5
心
等
の
空
気
タ
ー
ビ
ン
の
流
通
業
者
に
課
し
た
地
域
制
限
の
違

法
性
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
切
『
注
目
ロ
の
空
気
タ
ー
ビ
ン
の
市

場
占
有
率
は
、
七

0
1
八
O
%
で
あ
っ
た
が
、
原
告
白
)
主
ミ
等
は
、

「
相
当
程
度
の
市
場
力
を
有
す
る
被
告
が
取
引
制
限
を
行
な
っ
た
場
合
、



(2) 

制
限
行
為
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
の
立
一
証
責
任
は
被
告
に
移
る
」
と
主
張

し
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
立
証
活
動
を
行
な
わ

な
か
っ
た
た
め
、
反
競
争
的
効
呆
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
判
決
の
中
で
、
裁
判
所
は
、
被
告
の
地
域
制
限
が
反
競
争

的
で
な
い
と
判
断
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
原
告
が
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競

争
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
を
提
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。

垂直的非価格制限事件における市場分析

三巴

HZ『
事
件
は
、
業
務
用
名
刺
を
製
造
販
売
す
る
印
刷
屈
の
ブ
ラ
ン

チ
ヤ
イ
ザ
ー
で
あ
る
被
告
∞
5
5
2聞
の
同
含

4
O
B
O
E
}
F
E
n
-
(以
下
、

B

C
T
)
に
対
し
、
か
つ
て

B
C
T
の
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
ー
で
あ
っ
た
者
の

一
団
(
以
下
、
宮
ロ
号
町
三
が
原
告
と
な
り
、

B
C
T
に
よ
る
地
域
制
限

お
よ
び
販
売
拠
点
制
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
す
る
と
し
て
提
訴
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
規
模
の
経
済
性
を
利
用
し
て
テ
リ
ト
リ

l
外

で
低
価
格
販
売
を
行
な
っ
た
訴
外
の
二
つ
の

B
C
T
の
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
ー

に
価
格
競
争
で
破
れ
た
複
数
の
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
ー
が
起
こ
し
た
訴
訟
で

あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
「
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
対
す
る

効
果
は
、
『
強
い
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
あ
れ
ば
問
題
と
な
ら
な
い
』
」
と
し

(
3
)
 

て
い
る
。

(
1
)
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
三
〈

g
z
差
一
炭
控
訴
審
判
決
は
、

他
の
判
決
と
異
な
る
分
析
枠
組
を
用
い
て
い
る
の
で
、
本
款
で
は

検
討
か
ら
は
ず
す
。
ま
た
、
O
∞h
・
。
。
弓
・
判
決
と

J
B
L
判
決
は
、

そ
も
そ
も
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
制
限
効
果
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
で

あ
る
の
で
、
市
場
分
析
の
枠
組
の
抽
出
に
は
利
用
で
き
な
い
。

(2)
向
。
耳
目

ah-凶
明

N
色
白
同
吋
凶
ム
F

・

(3)
玄
EHも
S
・
5
h
H
m
N
a

白ニ
M
C
U
・

第

節

巴
σ
m
G
R
判
決

思
Z
G
R
判
決
の
市
場
分
析
は
、
市
場
力
の
簡
に
は
な
い
利
点
が
多
要

素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
き
に
役
立
つ
興
味
深

い
判
決
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
。
巴
Z
G
R
判
決
は
、
第
二
巡

回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
が
、
第
二
巡
回
区
が
第
五
巡
回
区
と
同

様
の
分
析
枠
組
を
用
い
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
、
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
を
採
用
し
た
控
訴
裁
判
所
の
判
決
で
あ

る
か
否
か
は
、
問
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
第
五
お
よ
び
第
九
巡
回
区
で
も

あ
り
得
る
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。

北法50(3・165)557

第
一
款

事
実
の
概
要
と
判
旨
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[
事
実
の
概
要
]

被
告
白
oミ

Q
弓

2
S
S
O同〉
B
m
a
g
(以
下
、

MOSS)
は
、
日
本
の

ソ
ニ
!
株
式
会
社
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
完
全
所
有
子
会
社
で
あ
り
、
電

気
機
器
、
電
気
楽
器
お
よ
び
電
気
設
備
の
主
要
な
製
造
業
者
で
あ
る
。
一

九
七
一
年
に
、
∞
O
B
S
は
、
事
務
用
電
気
口
述
機

(
o
z
g
S
R
O
B
8

色町内

S
8
2臣
官

Hg同
)
の
販
売
を
始
め
た
。
原
告
巴
Z
G
R
の
所
有
す
る

会
社
で
あ
る
〉

E
r
z
n
(以
下
、

A
B
P
)
は
、
ア
ト
ラ
ン
タ
の
都
市
部

で
の
的
。

s
g
の
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
る
。

ぎ
呂
田
口
は
、
す
べ
て
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
個
別
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契

約
を
結
び
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
は
、
排
他
性
の
な
い
テ
リ
ト
リ
ー
を
与
え
て

い
た
。
ま
た
、

r
s
g
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
基
づ
き
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
、
自
分
が
販
売
し
た
す
べ
て
の
ソ
ニ

l
製
品
に
保
証
サ
ー
ビ
ス

(
口
述
機
の
購
入
者
に
対
す
る
、
販
売
日
か
ら
九
O
日
以
内
の
無
料
修
理

サ
ー
ビ
ス
と
、
一
年
の
無
料
部
品
交
換
サ
ー
ビ
ス
)
を
提
供
す
る
こ
と
、

お
よ
び
顧
客
に
機
器
の
適
切
な
使
用
方
法
を
教
え
る
こ
と
(
こ
れ
を
「
据

え
付
け
(
吉
田

E
Zき
ロ
)
」
と
呼
ぶ
)
を
求
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

印
。
自
信
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
特
別
の
報
酬
を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
保
証
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
印
。
B
S
は
、
「
保
証
料

金
(
垣
島

g
q『
S
)
」
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
他
の
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
に

移
す
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
仕
組
は
、
テ
リ
ト
リ
l
外
販
売
を
促
進

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

北法50(3・166)558

一
九
七
五
年
四
月
、

r
B
S
は
、
保
証
料
金
制
度
を
大

幅
に
変
更
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
七
四
年
の
初
め
か
ら
、

A
B
P
を
経
由

し
て
ソ
ニ

1
の
口
述
機
を
入
手
し
た
非
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
、
公
認
デ
ィ
ー

ラ
ー
よ
り
も
相
当
安
い
価
格
で
そ
の
口
述
機
を
販
売
し
た
こ
と
が
契
機
で

あ
っ
た
。
フ
ロ
リ
ダ
の
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
皆
吉
田
口
に
、
安
売
り
を

す
る
非
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
供
給
源
を
断
ち
切
る
よ
う
要
求
し
、
ブ
ラ
ン

ド
内
競
争
が
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ソ
ニ

l
製
品
の
販
売
を
中
止
す
る
と

脅
し
を
か
け
た
。

新
し
い
保
証
料
金
制
度
は
、
自
己
の
テ
リ
ト
リ
l
内
で
公
認
ま
た
は
非

公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
ソ
ニ

I
口
述
機
を
販
売
さ
れ
た
公
認
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
皆
吉
田
口
に
よ
る
要
請
と
保
証
料
金
の
支
払
い
に
よ
っ
て
の
み

保
証
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
責
任
を
負
い
、
販
売
し
た
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
保
証
サ
ー
ビ
ス
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
∞
O
B
S
に
保
証
料
金
を
支

払
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
更
と
同
時
に
、

r
s
g
は
、
公

認
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
販
売
し
た
口
述
機
の
通
し
番
号
を
記
録
し
始
め
た
。

こ
の
新
し
い
制
度
は
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
名
目
と
し
て
い
た
が
、

公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
保
護
す
る
効
果
を
有
し
て
い
た
。
古

い
保
証
料
金
制
度
の
下
で
は
、
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
、
別
の
デ
ィ
ー
ラ
ー

の
テ
リ
ト
リ
l
で
機
器
を
販
売
し
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
保
証
料
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金
の
支
払
い
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
新
し
い

制
度
の
下
で
は
、
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
、
自
分
の
テ
リ
ト
リ
l
内
に
あ
る

自
分
が
販
売
し
な
か
っ
た
口
述
機
の
通
し
番
号
を
報
告
す
る
と
、

∞
0
5
8
は
、
そ
の
製
品
の
出
所
を
遡
っ
て
探
索
し
、
販
売
し
た
公
認
デ

ィ
ー
ラ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
調
査

す
る
こ
と
な
く
、
自
動
的
に
保
証
料
金
額
を
報
告
し
た
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー

の
勘
定
の
貸
し
方
と
口
述
機
を
販
売
し
た
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
勘
定
の
借

り
方
に
記
入
し
た
。

保
証
料
金
制
度
を
変
更
し
た
数
ヶ
月
後
、
出
。
B
S
は、

A
B
P
が
テ

リ
ト
リ
l
外
の
非
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
ソ
ニ

l
の
口
述
機
を
大
量
に
卸
売

し
、
こ
れ
が
低
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
探
知
し
た
た
め
、

A
B

P
の
勘
定
か
ら
保
証
料
金
相
当
額
を
差
し
引
い
た
。
こ
の
時
、

r
s
g

は、

A
B
P
に
こ
の
製
品
に
つ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
意
思
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
を
調
べ
て
お
ら
ず
、

A
B
P
が
販
売
し
た
口
述
機
の
ユ
ー
ザ
ー

か
ら
苦
情
を
受
け
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

A
B
P
は
、
そ
の
保
証
料
金
の

支
払
を
拒
否
し
、
印
。
自
由
ロ
に
、
報
告
し
た
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
実
際
に
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
、

E
B
S

は
、
こ
れ
を
拒
否
し
、
一
九
七
六
年
四
月
一
一
一
日
、
保
証
料
金
の
支
払
い

が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

A
B
P
に
、
同
年
三
月
三
一
日
に
切
れ
る
フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
更
新
し
な
い
こ
と
を
通
知
し
た
。

こ
の

F
5
8
に
よ
る
契
約
関
係
の
解
消
は
、

A
B
P
の
ア
ト
ラ
ン
タ

で
の
口
述
機
小
売
事
業
全
体
お
よ
び
非
公
認
の
流
通
業
者
と
デ
ィ
ー
ラ
ー

へ
の
再
販
売
事
業
に
、
直
接
の
損
害
を
与
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、

A
B
P
は、

市
場
の
状
況
か
ら
、
事
業
の
約
半
分
を
占
め
て
い
た
ソ
ニ

l
口
述
機
に
代

替
す
る
製
品
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
事
務
用

口
述
機
の
市
場
は
、
一
九
七
五
年
の
時
点
で
、
二
O
社
以
上
あ
る
製
造
業

者
の
う
ち
上
位
五
社
の
全
国
の
市
場
占
有
率
が
九
六
%
、
そ
の
中
で

ぎ
呂
田
国
は
市
場
占
有
率
二
一
%
の
第
五
位
で
あ
り
、
上
位
四
社
う
ち
三

社
は
、
ア
ト
ラ
ン
タ
で
直
販
屈
を
持
ち
、
残
り
の
一
社
は
、
ア
ト
ラ
ン
タ

で
同
一
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
二
0
年
間
取
引
を
し
て
い
た
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。

巴
宮
『
明
白
円
は
、

r
s
g
の
保
証
料
金
制
度
は
シ
ャ

i
マ
ン
法
一
条
に
違

反
す
る
垂
直
的
地
域
制
限
で
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

[
判
旨
]

1
・
以
下
の
事
実
か
ら
、
原
告
は
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
提
供
す
る
サ
i
ピ

ス
に
只
乗
り
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
回
。
5
8

の
意
図
は
、
テ
リ
ト
リ
l
外
販
売
の
排
除
に
あ
る
。

川円∞。
B
S
は、

A
B
P
に
料
金
の
実
施
状
況
を
教
え
な
い
。
川
A

B
P
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
か
っ
た
と
の
立
証
が
な
い
。
判
ソ
ニ
ー
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の
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と
の
立
証
が
な
い
。
川
刷

開
ロ
円
。
官
自
の
顧
客
で
あ
る
こ
つ
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
そ
の
顧
客
に
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
た
。

2
.
保
証
料
金
は
、
テ
リ
ト
リ

l
外
販
売
の
利
益
が
上
が
ら
な
い
程
度
の

も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
以
前
の
垂
直
的
制
限
を
併
せ
て
考
え
る
と
、

新
し
い
保
証
料
金
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
を
減
少
さ
せ
た
。

3
.
以
下
の
事
実
か
ら
、
新
し
い
保
証
料
金
制
度
に
よ
り
ブ
ラ
ン
ド
内
競

争
が
排
除
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
価
格
を
下
げ
る
圧
力
が
失
わ
れ
、
ソ
ニ

l

口
述
機
の
価
格
は
人
為
的
に
高
い
水
準
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。

例
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
価
格
は
、
非
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
も
の
よ
り

高
く
、
他
の
ブ
ラ
ン
ド
製
品
の
も
の
よ
り
も
高
い
。
川
あ
る
公
認
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
∞

O
B
S
が

E
E
R
及
、
び

E
n
g
Z
0
5
と
激
し
い
競
争
を
し
、

E
口
百
が
よ
り
低
い
価
格
を
付
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
価
格
表
の
上
限
い
っ

ぱ
い
の
価
格
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
判
あ
る
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、

価
格
表
以
上
の
価
格
で
販
売
し
て
い
た
。
川
判
官
5
8
の
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
た
び
た
び
安
売
り
庖
に
つ
い
て
の
苦
情
を
申
し
立
て
て
い
た
。

4
.
以
下
の
事
実
か
ら
、

r
B
S
の
市
場
で
の
地
位
は
高
い
と
見
る
べ

き
で
あ
り
、
回
0
5
8
は

新

規

参

入

者

で

あ

る

と

は

い

え

な

い

(
担
。
呂
田
口
は
新
規
参
入
者
で
あ
る
か
ら
一
九
七
五
年
の
保
証
料
金
制

度
は
合
理
的
で
あ
る
、
と
い
う

E
B
g
の
主
張
に
対
し
て
)
。

一
九
七
五
年
の
新
し
い
保
証
料
金
制
度
が
実
施
さ
れ
た
当
時
の

ま
B
S
の
全
国
で
の
市
場
占
有
率
は
一
二
%
で
あ
り
、
市
場
集
中
度

は、

r
s
gと
他
の
上
位
四
社
を
合
わ
せ
る
と
九
六
%
で
あ
る
。
ま

た、

r
s
g
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
同
社
は
、
四
年
間
で
二

O
社

中
五
番
目
に
な
り
、
市
場
で
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
い
る
と
の
記
述
が

あ
る
。
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1
1
4
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
に
お
い
て
反
競

争
的
効
果
が
存
在
し
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違
反
す
る
。

第
二
款

分
析
枠
組

E
g
a
q判
決
の
市
場
分
析
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率
が
小
さ
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
被
告
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
反
競
争
的
効
果
あ
り
と
し
た

点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
被
告

E
g
g
の
市
場
占
有
率
が
一

二
%
で
あ
る
の
で
、
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
で
は
違
法
と
で
き
る
が
、

市
場
力
の
簡
で
は
基
準
の
硬
直
性
の
故
に
合
法
と
し
て
し
ま
う
事
例
で
あ

る
。
市
場
力
の
飾
が
、
証
拠
を
丁
寧
に
調
べ
れ
ば
反
競
争
的
効
果
を
有
す

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
、
合
法
と
す
る

誤
り
を
犯
し
う
る
こ
と
を
一
不
す
実
例
で
あ
る
。

市
場
占
有
率
が
二
一
%
と
小
さ
い
被
告
白

O
B
S
に
よ
る
垂
直
的
非
価
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格
制
限
を
反
競
争
的
効
果
あ
り
と
す
る
こ
と
が
、
第
五
巡
回
区
の
分
析
枠

組
と
矛
盾
し
な
い
と
言
え
る
の
は
、
回
Z
G
R
事
件
が
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競

争
が
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
行
使
の
抑
制
装
置
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
事

例
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
、

r
g
g
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
達
が

F
5
8
の
競
争
者
の
製
品
よ
り
も
価
格
を

高
く
設
定
で
き
た
等
の
事
実
か
ら
、
価
格
を
下
げ
る
競
争
圧
力
が
な
く
、

製
品
の
価
格
が
人
為
的
に
高
い
水
準
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
定
し

た
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

。
宮
明
町
四
円
聞
は
、
こ
の
判
決
は
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
へ
の
影
響
を
考
慮
し
な

い
と
い
う
誤
り
を
犯
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
的
を
外
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
彼
は
、
回
O
B
g
の
市
場
占
有
率
は
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
、
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
の

σお
S
1
5口
、
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
の

H
h
g
p
m
円

な
ど
の
強
力
な
競
争
相
手
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
印
C
B
S
は
顧
客
を

搾
取
す
る
力
を
有
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
裁
判

所
は
「
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
は
ブ
ラ
ン
ド
内
市
場
力
の
濫
用
に
対
す
る
大
き

な
抑
制
力
と
な
る
と
い
う
効
果
に
つ
い
て
の
ど

τ
g
s判
決
の
陳
述
を
見

逃
し
た
」
の
で
あ
り
、

mosg
の
行
為
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
に
与
え
る

(
1
)
 

影
響
を
詳
し
く
調
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
批
判
は
、
巴
Z
G
2
判
決
を
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
の
み
か
ら
反
競
争
的
効
果
を
認
定
し
た
も
の
と
誤
っ
て
理

解
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
事
件
の
場
合
、
価
格
の
上
昇
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
で
優

位
に
立
つ
た
め
の
保
証
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
費
用
が
上
乗
せ
さ
れ
た
た
め
で

あ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
事
実
で
あ
る
と
の

反
論
も
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
巴
宮
司
問
。
門
事
件
で
は
、
保
証
料
金
制

(2) 

度
が
保
証
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
連
動
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事

件
に
は
、
販
売
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
提
供
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
す
る
、
と
い
う
構
図
は
当
て
は
ま
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
市
場
占
有
率
が
一
二
%
で
あ
る
と
か
、
強

力
な
競
争
者
が
存
在
す
る
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
の
存
在
を
一
不
す
事
実

は
、
反
競
争
的
効
果
あ
り
と
の
認
定
を
覆
す
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
o
o
z
m
E
Z
-
Q
g
Z
G・
5
ミ
円
む
こ

4
2
5
Rミ
円
む
こ
っ
R
s
t
h叫
む
と
守

き
た
と
守

E
な
久
河
内
b
h
q
p
品
。
〉
2
4
司
雪
印
司
円
・
』
・

24吋
凶

(
3ヨ)・

(
2
)
保
証
料
金
制
度
と
保
証
サ
ー
ビ
ス
が
連
動
し
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
具
体
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

印。

s
g
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
る
回
日
8
4
2ミ
8
ロ

え

Z
担
田
町
三
宮

(
以
下
、

4
2
3
8ロ
)
が
、
非
公
認
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
庖
舗
に
行
き
、

棚
に
陳
列
し
て
あ
る
ソ
ニ
!
日
述
機
の
通
し
番
号
を
調
べ
、
こ
れ

を
∞
O
B
g
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
印
。
居
間
口
は
、
そ
の
製
品
が
ま
だ

消
費
者
に
販
売
さ
れ
て
お
ら
ず
保
証
期
間
が
始
ま
っ
て
い
な
い
こ

北i法50(3・169)561
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と
を
知
り
な
が
ら
、
↓

g
ミ
8ロ
に
保
証
料
金
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

(
関
与

m
G
R
a
N
N
明
-
M
島
民

5
3・)

第
三
節

今
後
の
展
開

多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
は
、
今
後
も
複
数
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ

て
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
市
場
力
の
飾
を
用
い
る
巡
回
区
と

多
要
素
考
慮
型
の
枠
組
を
用
い
る
巡
回
区
が
併
存
す
る
状
態
が
、
し
ば
ら

く
続
く
と
思
わ
れ
る
。
多
要
素
考
慮
型
の
判
決
は
、
今
の
と
こ
ろ
二
つ
の

巡
回
区
で
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
市
場
力
の
飾
を
用
い
た
判
決
よ
り
も

古
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、
市
場
力
の
簡
は
、
約
半
数
の

巡
回
区
で
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
市
場
力
の
飾
が
他
の
す
べ
て
の
巡
回
区

に
普
及
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
三
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。

第
一
は
、
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
で
は
、
市
場
力
の
飾
を
用
い
た
判

決
が
現
れ
た
一
九
八
三
年
以
降
に
出
さ
れ
た
判
決
も
、
市
場
力
の
飾
を
用

い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
分
析
枠
組
が
明
確
で
な
か
っ
た
第
二
巡
回
区
、
お
よ
び
狭
義

の
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
判
決
を
出
し
て
い
な
い
第
三
巡
回
区
の

控
訴
裁
判
所
に
お
い
て
、
最
近
、
市
場
力
の
簡
と
は
異
な
る
分
析
枠
組
を

採
用
す
る
動
き
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

北法50(3・170)562

第
二
お
よ
び
第
三
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
で
最
近
採
用
さ
れ
た
分
析
枠
組

と
は
、
次
の
よ
う
な
三
段
階
の
枠
組
で
あ
る
。
ま
ず
原
告
は
、
被
告
の
垂

直
的
非
価
格
制
限
が
、
関
連
市
場
に
お
い
て
反
競
争
的
効
果
を
生
み
出
す

こ
と
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。
原
告
が
こ
の
責
任
を
果
た
す
と
、
立
証

責
任
は
被
告
に
移
り
、
被
告
は
、
当
該
制
限
行
為
が
十
分
に
競
争
促
進
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
反
駁
す
る

た
め
に
原
告
は
、
制
限
行
為
は
陳
述
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

(
1
)
 

要
で
な
い
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

こ
の
分
析
枠
組
は
、
実
際
に
こ
れ
を
用
い
た
。

a
g判
決
に
お
け
る
市

場
分
析
を
見
る
と
、
第
五
巡
回
区
の
分
析
枠
組
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
分
析
枠
組
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
狭
義
の
も
の
で
は
な
い

が
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
の
で
、
狭
義
の
垂
直
的
非

価
格
制
限
の
分
析
枠
組
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

理
由
の
第
三
は
、
一
九
七
0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
に
か
け
て
優
勢

で
あ
っ
た
シ
カ
ゴ
学
派
に
替
わ
っ
て
、
最
近
、
ポ
ス
ト
・
シ
カ
ゴ
と
呼
ば

(
3
)
 

れ
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
学
者
が
優
位
に
立
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

動
き
は
、
多
要
素
考
慮
型
の
枠
組
に
有
利
に
働
く
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
ポ
ス
ト
・
シ
カ
ゴ
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
詳
細
な
従
っ
て
と
き
に
複

(
4
)
(
5
)
 

雑
と
な
る
市
場
分
析
を
あ
る
程
度
容
認
す
る
か
ら
で
あ
る
。



垂直的非価格制限事件における市場分析

(
1
)
こ
の
分
析
枠
組
を
用
い
る
判
決
は
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所

で
は
、
内
玄
・
回
・
を
F
R
O
E
O
E
回
目
恩
師
E
Z
円
O
P
E
n
-
〈
・
ぎ
陪
口
内
向
『
冨
g
c
a

p
n
E
江
口
や
の
o
E
-
y
u
a
-
M
M
Q
E
ι
白
円
・
3
3
)
と
巴
開
2
8
E
n聞

の
O
B
E
C
ロ
昨
n
g
g
去
の
。
弓
・
〈
-
司
。
∞
z
g
m
w
〉
吉
町
ユ
n
E
n
o
ロ
田
E
B
R
司
円
。
ι
'

z
n
z
-
z
n
-
L
M
唱
-
u
・
足
立
。
(
立
与
の
弓
・
3
3
)
、
第
三
巡
回
区
控
訴
裁
判

所
で
は
、
。
a
o
E
』
口
n
-
〈
・
呂
町
民
口
信
明
-
E門
U
O
『
?
週
間
U
・
旨
己
凶
∞
(
凶
三

円
以
円
・
3
ま
)
で
あ
る
。

こ
の
判
断
枠
組
は
、
旨
s
e
が
提
示
す
る
合
理
の
原
則
分
析
の

枠
組
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
(
吋
司
E
F
弓
〉
E
g
p
〉
五
百
吉
司

c
t
F
n
F
5
2
富
e
E
E
e
〉
5
F
E
町
宮
守
ミ
~
c
a
s
a
-
吋
宮

内向同町内止な富。、国内。ミ』
u
h
足
立
司
、
ア
凶
一
国
〉
Z己
J『同己目、吋「』・凶、ご(-⑤∞品))。

。ロ
S
判
決
は
、
〉
司
8
E
論
文
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
判
決
が

先
例
と
し
て
引
用
す
る
切
『
O
z
-
-
Z
5
2
々
判
決
(
C
E
a
∞
E
g

〈・国円。者ロロロ守四円回目門司宮司円。〈E2Mn刊百円『目的S80H1mECRHmw岡田目白ロ門戸

凶
河
出
虫
∞
(
凶
三
内
町
・
】
遣
い
)
)
は
、
〉
円
g
e
論
文
に
基
づ
き
判
断

枠
組
を
設
定
し
て
い
る
。

N
C
A
A
最
高
裁
判
決
(
Z
邑
。
E
-
n
o
=
a
z
s
〉
S
E
W
〉
田
明
。
，

a
H
色
。
口
〈
・
回
O
R
色
。
『
m
m
m
山
町
口
同
国
0
2
F
刊
ピ
ロ
Z
2
包
々
。
同
o
r
U
F
O
B
釦
白
口
色

白
ロ
戸
〈
四
円
丘
々
。
問
。
。
白
G
E
〉
円
F
B
E
R
U
〉
目
的
。
丘
町
長
。
P
品
品
∞
C
-
∞
・
∞
凶
(
右
∞
品
)
)

は
、
〉
円
。
色
白
論
文
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
田
村
教

授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
、
お
お
よ
そ
旨
g
e
教
授
の
提
示
し

た
判
断
枠
組
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
(
田
村
次
朗
「
反
ト
ラ

ス
ト
法
に
お
け
る
当
然
違
法
と
合
理
の
原
則
の
関
係
|
|
価
格
設

定
事
件
を
中
心
に

1

1
」
『
経
済
法
学
会
年
報
』
第
一
二
号
(
一

九
九
一
年
)
一
七
二
頁
)
。

(
2
)
(
1
)
を
見
よ
。

(3)
参
照
、
谷
原
修
身
『
独
占
禁
止
法
の
史
的
展
開
論
』
(
信
山
社
・

-
九
九
七
年
)
四
三
四
頁
以
下
o
p
n
・

s・
-
E
5
2
F
g
ロ
W
E
6
・

量
号
5
3
q
~
S
生
当
g
E
事
∞
品
E
E
-
-
F
-
m
2
・
N
H
凶
(
】
唱
∞
凶
)
岨

吉
田
町
-
u
Z
何
回
8
丘
〕
子
、
C
H
『
a
n
芝
町
民
旬
。
阿
川
町
。
き
さ
2
b
昌
弘
司
ミ
E
~
M
t
h
a
b
~

、
ロ
~
凡
円
い
F
a
凶
〉
宥
ロ
寸
同
己
目
叶
戸
』
・
阜
市
町
凶
(
右
唱
凶
)
岨
戸
齢
者
『
開
口
口
白
〉
・
∞
E
Z
Z
E
E
-

、。~之内F九円bhb同町。、目。五九円九『・町内む足。きahhhb宅)、24・'pn同旬間』-bzh同

町
広
守
町
内
苦
肉
3
H
b
b
品
円
九
む
な
s
a
r
a
p
尽
き
ぎ
た
て
m
g
g
え
た
円
ミ

唱で
2・~hFaM〉弓コ叶同
C
印、『「し『目AX6・aJ『{}唱。J可申(苔甲山山)・

(
4
)
凹
ロ
ロ
2
8
L
さ
5
8
8
戸
田
向

20・2c・

(
5
)
連
邦
最
高
裁
も
、
ポ
ス
ト
・
シ
カ
ゴ
の
立
場
に
立
つ
と
-
評
さ
れ

る
内
定
呉
事
件
最
高
裁
判
決
(
関
白
2
2
2
同
邑
島
内
O
B
宮
口
可
〈
E
'

白
伺
m
H
a
R
Z
-
g
-
P
2
R
g
H
Z
n
J
凶
C
h
H
C
-
∞
-
a
-
(
3
S
)
)
を
出
し
て

い
る
。
開
。
ι
失
事
件
は
、
抱
き
合
わ
せ
の
事
例
で
あ
る
で
、
こ
の

判
決
か
ら
直
ち
に
垂
直
的
非
価
格
制
限
の
具
体
的
な
分
析
枠
組
が

明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
判
決
で
最
高
裁
が
示
し

た
市
場
分
析
に
対
す
る
基
本
的
姿
勢
は
、
市
場
力
の
締
よ
り
も
多

要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
と
の
親
和
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

問
。
色
白
骨
判
決
で
、
最
高
裁
は
、
一
般
化
さ
れ
た
経
済
学
理
論
を

事
案
に
当
て
は
め
て
結
論
を
出
す
方
法
を
否
定
し
、
事
実
関
係
を

慎
重
に
分
析
し
よ
り
市
場
の
実
態
に
即
し
た
判
断
を
す
べ
き
こ
と
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を
明
確
に
し
た
。
こ
の
論
法
に
従
え
ば
、
市
場
力
を
持
た
な
い
企

業
の
垂
直
的
制
限
が
反
競
争
的
効
果
を
持
つ
よ
う
に
な
る
事
態
は

ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
に
よ
り
抑
止
さ
れ
る
は
ず
と
し
て
、
市
場
占
有

率
の
小
さ
い
企
業
に
よ
る
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
一
律
合
法
と
す

る
市
場
力
の
飾
は
、
妥
当
性
を
欠
く
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
反
競
争

的
効
果
が
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
事
実
に
即
し
た

分
析
に
よ
り
こ
の
推
定
が
覆
さ
れ
る
可
能
性
を
残
す
ほ
う
が
、

問
。

ew判
決
と
整
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

士
口
五
口

。
求
1
三ロ

3
-
g呂
田
判
決
で
、
最
高
裁
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
が
シ
ャ

l
マ
ン

法
一
条
に
違
反
す
る
か
否
か
の
判
断
に
は
、
市
場
分
析
が
必
要
と
判
示
し

た
。
こ
の
判
決
は
、
市
場
分
析
を
軽
視
し
た
違
法
性
判
断
枠
組
を
作
り
上

げ
た
∞

n
F
5
5
事
件
最
高
裁
判
決
を
覆
し
、
市
場
分
析
の
重
要
性
を
強
調

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
場
分
析
を
い
か
に
す
べ
き
か
に
つ
い

て
は
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
垂
直
的
非
価
格
制

限
の
市
場
分
析
の
具
体
的
な
方
法
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
判
例
の
発

展
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下

で、

S
Z
8
5
判
決
以
後
に
出
さ
れ
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
お
い
て
、
狭

義
の
垂
直
的
非
価
格
制
限
に
関
す
る
ど
よ
う
な
市
場
分
析
の
枠
組
が
形
成

さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

ど-〈

g
z判
決
に
は
、
垂
直
的
非
価
格
制
限
の
市
場
分
析
は
、
ブ
ラ
ン

ド
内
競
争
制
限
効
果
と
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
促
進
効
果
の
比
較
衡
量
で
あ
る

こ
と
が
黙
示
さ
れ
て
い
た
が
、
二
二
判
決
例
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
比

較
衡
量
を
行
な
っ
た
も
の
は
一
件
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ゃ
ブ
ラ
ン
ド
内
・

ブ
ラ
ン
ド
間
の
比
較
衡
量
が
実
行
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の

論
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
衡

量
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
唯
一
、
ブ
ラ
ン

ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
が
試
み
ら
れ
た
ど

τ
g
z差
一
民
控
訴
審

判
決
に
は
、
苦
戦
の
跡
が
見
ら
れ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
を
回
避
し
て
、
連
邦
控
訴
裁

判
所
は
、
ブ
ラ
ン
ド
問
競
争
の
存
在
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ド
内
競

争
の
制
限
の
強
弱
は
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
反
競
争
的
効
果
な
し
と
判
断

す
る
枠
組
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
市
場
分
析
の
枠
組
の
中
に
は
、

一
一
つ
に
の
流
れ
が
あ
る
。
市
場
力
の
飾
と
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
で

あ
る
。
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多
く
の
控
訴
裁
判
所
の
支
持
を
集
め
た
の
が
、
市
場
力
の
飾
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
第
四
、
第
六
、
第
七
、
第
八
お
よ
び
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判

所
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
市
場
力
の
飾
は
、
市
場
分
析
の
第
一



垂直的非価格制限事件における市場分析

段
階
の
考
慮
要
素
を
被
告
の
市
場
占
有
率
に
限
定
す
る
事
に
よ
り
、
市
場

分
析
を
単
純
化
し
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
を
回
避
し
、

更
に
は
訴
訟
に
掛
か
る
裁
判
所
や
当
事
者
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
節
は
、
市
場
に
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
存
在
す
る
か
否

か
を
調
べ
る
の
で
は
な
く
、
被
告
が
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
を
制
限
す
る
力
を

有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
方
法
で
あ
る
。

第
二
番
目
の
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
は
、

3
z
s
g
判
決
の
脚
注

一
九
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
採
用
す
る
控
訴
裁
判
所
は
、

第
五
巡
回
区
お
よ
び
第
九
巡
回
区
の
二
つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
分

析
枠
組
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
制
限
効
果
の
有
無
を
調
べ
る
と
き
に
、
判

断
材
料
を
市
場
占
有
率
に
限
定
し
な
い
の
で
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド

間
の
比
較
衡
量
は
回
避
し
て
い
る
が
、
市
場
カ
の
簡
と
比
べ
る
と
複
雑
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

時
系
列
の
上
で
は
、
多
要
素
考
慮
裂
の
分
析
枠
組
を
用
い
る
判
決
が
先

で
あ
り
、
少
し
遅
れ
て
、
市
場
力
の
簡
を
用
い
る
判
決
が
出
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
市
場
分
析
を
よ
り
当
事
者
訴
訟
に
適
し
た
も
の
に
す
る
た

め
の
単
純
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
目

z
a
q判
決
の
存
在
を
考
え
る
と
、

市
場
力
の
僚
の
採
用
は
、
市
場
分
析
の
行
き
過
ぎ
た
単
純
化
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
カ
の
簡
は
、
被
告
の
市
場
占
有
率

が
小
さ
い
場
合
に
、
反
競
争
的
効
果
を
有
す
る
垂
直
的
非
価
格
制
限
を
見

逃
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

控
訴
裁
判
所
が
用
い
る
こ
れ
ら
の
分
析
枠
組
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ

ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
多
要
素
考

慮
型
の
判
決
に
は
、
ブ
ラ
ン
ド
間
競
争
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
の
市
場

分
析
に
言
及
し
た
も
の
は
な
い
が
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
問
の
比
較

衡
量
を
否
定
は
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
市
場
力
の
舗
を
用
い
る
判
決

で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
内
・
ブ
ラ
ン
ド
聞
の
比
較
衡
量
を
行
う
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
判
決
を
検
討
し
て
み
る
と
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
お
け
る

垂
直
的
非
価
格
制
限
の
市
場
分
析
は
、
発
展
の
途
上
に
あ
り
、
ま
だ
ま
だ

改
善
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
裁
判
に
お
け
る
市
場
分

析
は
、
今
後
も
判
決
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
改
良
さ
れ

て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
ポ
ス
ト
・
シ
カ
ゴ
と
呼
ば
れ
る
最
近

影
響
力
を
得
つ
つ
あ
る
学
説
が
、
多
要
素
考
慮
型
の
分
析
枠
組
の
将
来
に
、

何
ら
か
の
よ
い
影
響
を
与
え
る
の
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

別
表
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Market Analysis in Vertical Nonprice Restraint Cases 

一一一 Courtsof Appeals Decisions after Sylvania一一一

Fumitoshi HOBARA * 

Introductio日

I. Supreme Court Decisions 

1. Before Sylνama 

2. The Sylvania Case 

(1) Factual Background 

(2) Opinion of the Court 

(3) Analytical Framework of Sylvania 

11. Lack of Support for th巴BalancingTest 

1. A voiding a Balancing Test 

2. The Circuit Court's Decision in the Sylvania Case 

(1) Market Analysis 

(2) Analysis of the Dicisio日

IIL Market Power Scre宅nTest 

1. Thωry of Screening with Market Share 

(1) Definition of the Market Power Screen Test 

(2) Substituting Market Shar巴

(3) Purpos巴ofthe Test 

2. Actual Affects of Decision Market Power 

(1) Market Shares Which Do Not Constitute Market Power 

(2) Market Shares Which Do Constitute Market Power 

3. Market Analysis after Passing the Screen 

(1) The Balancing Test 

(2) Analysis of the GPD Case 

(3) Proof of Anticompetitive Affects 

* Doctoral Student， School ofLaw， Hokkaido University. 
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(4) Proof of Procompetitive Affects in Interbrand Competition 

IV. Multi-factor Considering Analytical Framework 

1. The 5th Circuit 

(1) Framework of Market Analysis 

(2) Comparison to Market Power Screen Test 

(3) The 9 th Circuit 

2. The Eiberger Case 

(1) Factual Background and Opinion of the Court 

(2) Analytical Framework 

3. Future Developments 

ConcIusion 

In Continental T. V.， Inc. v. GTE Syhωua， Inc.， the Supreme Court held that courts 

should inquire into effects of vertical nonprice restraints on competition， i.e.， perform a 

market analysis， when deciding whether such restraints violate the Sherman Act 

Section 1. In this case， the Court overruled the holding of United States v. Arnold 

Schwinn & Co.， which narrowly Iimited the application of market analysis to vertical 

nonprice restraints under a formalistic standard not ground in economic reality， and 

emphasized the importance of mark巴tanalysis. Sylvania， however， apart from 

discussing the necessity of market analysis， provided little information about how the 

analysis should be conducted. Regarding methodology， it is necess訂yto turn to the 

lower courts. This paper reviews what market analysis frameworks of vertical nonprice 

restraints have b巴enshaped in the circuit court of appeals after Sylvania. This paper will 

examine twenty two decisions involving territorial restriction， customer restriction or 

r巴strictionon sales conditions which are included in vertical nonprice restraints. 

Sylvania implicitly indicated that the market analysis of vertical no日pncerestramts 

meant balancing anticompetitive effects on intrabrand competition against procompetit-

ive effects on interbrand competition. However among the twenty two decisions after 

the Court's remand， there exists only one decision in which such a balancing test was 

adopted. Many scholars recognize the difficulty of balancing intrabrand and interbrand 

competition， and the courts of appeals have chosen to avoid such a balancing when 

avoidance is possible. With only one case adopting this test， we can infer that its 
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application faces an uphiJl battle. 

In avoiding the balancing test， the circuit courts have adopted an analytical 

framework where if interbrand competition exists in the relevant market， then the 

courts deny that a given vertical nonprice restraint has any anticompetitive effect 

without regard to the strength of出esuppression of intrabrand competition. This 

analytical framework is divided into two categories; the market power scre氾ntest and 

th巴multi-factoranalytical framework. 

The market power screen test has been favored by many circuit courts. This test has 

been adopted in the Fourth， Sixth， Seventh， Eighth and Eleventh Circuits. The m訂ket

power screen test makes it possible to circumvent balancing intrabrand and interbrand 

competition， and to save litigants and the cou抗sexpense， because it simplifies market 

analysis by limiting factors which should be considered in a threshold inquiry of market 

sh紅官.In the screen test， courts do not examine whether ther，巴isinterbrand competition， 

but do examine whether a defendant has the power necessary to restrict interbrand 

competition. 

Th巴multi-factoranalytical framework， notwithstanding being based on footnote 

nineteen of Sylv仰 ia，has been adopted by only two circuit courts， the second and fifth 

This analytical framework avoids balancing intrabrand and interbrand competition， but 

is a complex one for it does not limit factors to be investigated to the existence of 

interbrand competition. 

Chronologically， the multi-factor analytical framework appeared first， but， after a 

few years， decisions began to appear which used market power screen test. This 

simplification of the market analysis was done in order to make th巴analysismore 

suitable to an adversary proceeding. However， considering the Second Circuit's 

decision in Eiberger v. Sony Corp. 01 America， the adoption of the market power screen 

test seems to be exc巴ssivesimplification. The market power screen test could fail to 

iJluminate iJlegal anticompetitiv巴verticalnonprice restraints. 

These ana¥ytical frameworks used by the courts of appeal do not completely deny the 

need to balance intrabrand and interbrand competition. The multi-factor analytical 

framework does not reject such balancing when interbrand competition is restricted， 

though th巴rehas not been a decision which describ巴dthe market analysis in such a 

case. The decisions applying the market power screen test explicitly show 
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of intrabrand and interbrand competition when a defendant had market power. 

From this review， it is clear that the market analysis of vertical nonprice restr泊ntstn 

the courts of appeals is a work in progress and could stand improvement. Market 

analysis in courts will continue to evolve as decisions are handed down. It i5 especially 

worth noting whether the 50叫 lledPost-Chicago白eoryis increasingly influential and 

facilitates lower courts in adapting the muIti鴫factoranalytical framework. 
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